
- 129 – 

鹿島市議会会議録 

       令和４年９月27日 

 

１．出席議員 

    １ 番  西    一 郎         ９ 番  中 村  一 尭 

    ２ 番  宮 崎  幸 宏         10 番  勝 屋  弘 貞 

    ３ 番  笠 継  健 吾         11 番  伊 東    茂 

    ４ 番  中 村  日出代         12 番  徳 村  博 紀 

    ５ 番  池 田   志         13 番  福 井    正 

    ６ 番  杉 原  元 博         14 番  松 尾  征 子 

    ７ 番   口  作 二         15 番  松 田  義 太 

    ８ 番  中 村  和 典         16 番   田  一 美 

 

２．欠席議員 

    な  し 

 

３．本会議に出席した事務局職員 

    事 務 局 長  染 川  康 輔 

    事務局長補佐   口  貴 司 

    議事管理係長  冨 岡  明 美 



- 130 – 

鹿島市議会会議録 

４．地方自治法第121条により出席した者 

    市 長      松   尾   勝   利 

    副 市 長      藤   田   洋 一 郎 

    教 育 長      中   村   和   彦 

    総 務 部 長      田   﨑       靖 

    総務部理事兼選挙管理委員会事務局長      川   原   逸   生 

    市民部長兼福祉事務所長      岩   下   善   孝 

    産 業 部 長      山   﨑   公   和 

    建 設 環 境 部 長      山   浦   康   則 

    総務課長兼選挙管理委員会事務局参事      白 仁 田   和   哉 

    企 画 財 政 課 長      山   口   徹   也 

    財政調整監兼企画財政課参事      村   田   秀   哲 

    保 険 健 康 課 長      広   瀬   義   樹 

    福 祉 課 長      中   村   祐   介 

    商 工 観 光 課 長      山   口       洋 

    都 市 建 設 課 長      橋   川   宜   明 

    都 市 建 設 課 参 事      中   野       将 

    教育次長兼教育総務課長      江   頭   憲   和 

 



- 131 – 

鹿島市議会会議録 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和４年９月27日（火）議事日程 

開 議（午前10時） 

 日程第１  一般質問（通告順による） 

鹿島市議会令和４年９月定例会一般質問通告書 

 

順番 議  員  名 質    問    要    旨 

１ 13 福 井    正 

１．「こども家庭庁」発足に伴い、鹿島市役所の対応は 
 (1)鹿島市役所の組織改編があるのか 
 (2)鹿島市役所の人員配置をどうするのか 
 (3)予算配分をどうするのか 
 
２．子ども・家庭の支援について 
 (1)こども家庭の生活安定の支援策は何があるのか 
 (2)こども家庭への支援策の利用状況は 
 (3)こども家庭への支援策の広報は 
 
３．新型コロナウイルス感染症経済対策で、困窮事業者

や困窮者に対して貸付が行われた。来年度に返済猶予
期間が終わり、返済が始まると思うが、返済できない
方の対策は 

 (1)返済免除の条件は 
 (2)返済できない方の支援策は 

２ 14 松 尾  征 子 

１．高齢者が安心して暮らせる鹿島市を 
 (1)高齢化が進み難聴者が増えている。安心して社会生

活ができるよう補聴器購入への補助を 
 (2)周辺の集落は小店がなくなり、又交通の便も悪く

なっている。さらにこれから寒い時期に向うのにガ
ソリンスタンドがないので暖を取るための灯油の購
入が難しくなるという声があちこちで聞かれるが対
策は 

 
２．防災無線設置について 
 
３．国民健康保険税均等割は未成年者からの徴収はやめ

ること 
 
４．旧統一教会問題が地方自治体や地方議員まで広がり

をみせているが、これまで鹿島市役所は関係なかった
のか 

３ ６ 杉 原  元 博 

１．命と暮らしを守る「災害対策」について 
 (1)線状降水帯の予測と警戒呼び掛けについて 
 (2)「危機管理型水位計」の設置について 
 (3)「警戒区域」の指定について 
 (4)「個別避難計画」について 
 (5)「マイ・タイムライン」作成の後押しについて 
 (6)国の防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策を受けて、鹿島市の対応は 
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順番 議  員  名 質    問    要    旨 

３ ６ 杉 原  元 博 

２．利用広がる「通級指導」について 
 (1)通級指導を利用している児童生徒数（学校別）につ

いて 
 (2)通級指導を利用する子どもの障がい種別と利用頻度

について 
 (3)現状の課題について 
 (4)通級指導の更なる充実に向けて 
  ①多様化するニーズについて 
  ②教員の確保について 

４ ３ 笠 継  健 吾 

１．地域活性化の取り組みについて 
 (1)雇用の確保のため、新工業団地の計画、進捗状況は

どうか 
 (2)企業誘致の取り組みはどうしているか。見込先はあ

るか 
 
２．未婚、晩婚化について 
 (1)鹿島市の未婚、晩婚化の状況について 
 (2)未婚、晩婚化について、鹿島市の対策はあるのか 
 
３．市道上の被り木除去について 
 (1)地区からの市への対応要請はあるか。あるとすれば

何箇所程か 
 (2)市としての対応をどう考えているのか 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田一美君） 

 おはようございます。現在の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから本日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（田一美君） 

 本日の日程は、お手元の議事日程どおり一般質問を行います。 

 それでは、通告順により順次質問を許します。13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 おはようございます。13番議員、福井正でございます。 

 通告に従って一般質問をいたしますけれども、今日は安倍元総理の国葬が行われます。何

事もなく無事に終わりますことを願っております。 

 それでは、質問いたします。８月６日、福岡市で開催されました「子どもの貧困問題の基

礎」をテーマの研修会に参加してまいりました。講師は甲南大学経済学部の安立泰美先生で

ございました。子供の貧困問題に大変詳しい先生でございまして、参考になる講義でござい

ました。その講義の中に、こども家庭庁という組織の講義がありました。こども家庭庁につ
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きましては知らないことが多く、大変参考になりました。今回はまず、こども家庭庁につい

て質問いたします。 

 こども家庭庁法は令和４年６月15日成立、令和４年６月22日公布、令和５年４月１日、こ

ども家庭庁が内閣府の外局として設置されます。幼稚園を除く文部科学省、厚生労働省、内

閣府の子供と家庭に関する部分を集約し、縦割り行政からの脱却を図る組織であり、結婚、

妊娠・出産、子育てしやすい環境整備、子育てや教育に関する経済的負担の軽減、様々な事

情を抱えた子供・家庭に対する支援の充実、子供の安全・安心の確保、政策を進めるに当

たっての共通の基盤を目的として発足いたします。 

 それでは、質問いたします。 

 まず、こども家庭庁発足に伴って鹿島市も対応が必要になると思いますが、鹿島市でも組

織改編があるのかについて質問いたします。 

 組織改編があるとしたら、人員配置も変更が必要になりますが、その考えがありますか。 

 こども家庭庁に関わる予算も変わってくると思いますが、予算編成の影響はどうなるか、

教えてください。 

 次に、２番目の質問といたしまして、現状の子供・家庭の支援について質問いたします。 

 子供、そして家庭に対しての支援策は様々な施策がございますけれども、施策の目的と支

援策について質問いたします。 

 まず、鹿島市の支援策はどのようなものがあるのか、質問いたします。 

 次に、３番目ですけれども、新型コロナウイルス感染症経済対策で、困窮事業者や困窮者

に対して給付事業と貸付事業があります。貸付金の返済猶予期間の終了後に返済が始まりま

すが、返済が確実にできると思われるのかについて質問をいたします。 

 以上で総括質問を終わります。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 お答えいたします。 

 こども家庭庁は、少子化対策や子供が抱える困難な環境の改善など、子供を誰一人取り残

さず、子供の成長を社会全体で後押しするため、新たな司令塔として設立をされる国の機関

となっております。 

 こども家庭庁の所管する事務は、保育所や放課後児童クラブ、子供・家庭相談、ひとり親

支援、母子保健など、ほとんどが現在の福祉課や保険健康課の業務となっておりまして、ま

た、学校教育については引き続き文部科学省の所管となっております。 

 また、こども家庭庁の取組の柱の一つであります少子化対策については、第七次鹿島市総

合計画にも掲げる重要な課題となっております。今回、高校生までの医療費助成拡大など引
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き続きしっかり取り組んでいく必要があると考えております。 

 さらに、もう一つの柱であります児童虐待や子供の貧困対策につきましては、要保護児童

等地域対策協議会や養育支援会議など、福祉課、保険健康課、教育委員会等の関係各課で連

携体制を確立して現在対応をしているところです。 

 質問にありました鹿島市役所の組織改編があるのかということですけれども、こういった

こともありまして、現在、鹿島市役所として今回のこども家庭庁の設置を受けてすぐに改編

するということは考えておりません。ただ、今後どういった組織体制が子供にとって効果的、

また効率的なのか、よりよい体制政治に向けては検討をしていく必要があるものということ

で認識をしているところです。 

 それと、次の人員配置ですけれども、組織の改編ということになれば当然人員が必要とな

りますので、人員配置の変更はあるものと考えております。 

 現在のところ、組織の変更そのものが検討段階となっておりますので、人数や構成につい

て申し上げることはございませんが、組織改編となった際には効果的、効率的な体制となる

ように柔軟に対応をしていきたいということで考えております。 

 また、予算配分につきましてですけれども、これも人員の配置と同様、組織が検討段階で

あるということで、新たな組織での予算編成についてはまだ何とも言えないところではあり

ますが、必要な施策や事業に関する予算については、現在、福祉課や保険健康課など対応を

しておりますので、そこそこの部署で編成を行っていくことになるかと考えているところで

す。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 私のほうからは、子供・家庭の生活安定の支援策はどういうふうなものがあるかというこ

とについて御説明いたします。 

 保険健康課からは、国保世帯における出産育児一時金の給付と子育て総合相談センターで

実施する母子支援事業について説明いたします。 

 まず、国保世帯における出産育児一時金の給付目的ですが、子育て世帯に対する出産費用

の経費的負担の軽減を図るためのものでございます。出産育児一時金408千円に産科医療補

償掛金の12千円を加えた420千円を現在支給しております。 

 全国的には出産費用は年々上昇し、出産費用の平均額が出産育児一時金を上回る状況と

なっております。このため、政府では親の負担を軽減し、少子化に歯止めをかけたい考えか

ら、出産育児一時金を増額する方向で現在検討が始まっております。 

 次に、子育て総合相談センターでは、母子健康手帳交付や乳幼児健診検査などの機会を利
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用いたしまして、早い段階から妊産婦等が抱える悩み、問題等を把握し、多面的、継続的に

支援を行いながら、産後鬱や育児不安、近くに相談者がいないなど、子育ての不安や心配を

緩和するため、また、児童虐待などの重篤なケースを未然に防止できるよう、関係機関と連

携した妊娠期からの切れ目のない支援を実施しております。 

 具体的には、子育て総合相談センター事業を通じまして、妊娠・出産、子育てに関する総

合窓口の開設、母子健康手帳交付時に面談して妊婦の状況把握を行う、支援が必要な方の支

援プラン、支援台帳を作成する、妊産婦・乳幼児宅への訪問、言葉や発達面など気になる乳

幼児のフォロー、言葉の相談や臨床心理士による相談の実施、支援が必要な乳幼児の早期発

見、早期対応の実施など、保健、医療、福祉関係と連携しながら子育て支援を実施している

状況にございます。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 福祉課からは、大きな見出し２の子供・家庭の支援について、次に、大きな見出し３の生

活困窮者支援についてお答えをしたいと思います。 

 まず、子供・家庭の支援につきましてお答えをします。 

 現状の子供・家庭への支援策の目的、あるいは支援策についての御質問でございます。 

 まず、子育て家庭への支援策として、子育てをしながら仕事が続けられるよう、保育所や

放課後児童クラブをはじめ、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、生活支援といたし

まして児童手当や子どもの医療費助成、児童扶養手当などがございます。また、障害児を持

つ御家庭の負担を軽減するため、重度心身障害者医療費助成事業、あるいは放課後等デイな

どの通所施設での養育支援、児童発達支援施設として鹿島市直営のすこやか教室を運営して

おります。 

 次に、子供や保護者の居場所づくり、子育て相談事業といたしまして、子育て支援セン

ターの運営、さらに、困難なケースを抱えた御家庭やひとり親家庭への相談支援といたしま

して、福祉課に家庭相談員や母子・父子自立相談員、ＤＶ相談員、障害支援相談員をそれぞ

れ配置しております。 

 また、子育て家庭と子育ての援助者をマッチングし、子育ての負担軽減を図りますファミ

リー・サポート・センター事業にも取り組んでおります。 

 続きまして、大きな見出し３、生活困窮者支援の御質問でございます。貸付金の返済につ

いてお答えをいたします。 

 生活困窮者への社会福祉協議会の特例貸付けの状況と返済の状況、今後の返済の動向など

をお答えいたします。 
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 まず、貸付けの状況ですが、令和２年３月に特例貸付けが始まって以来、令和４年８月末

で緊急小口資金と総合支援資金の延長分、再貸付分を合わせた総貸付件数は430件、貸付総

額158,650千円となっております。 

 次に、返済の状況ですが、これまで返済の据置期間が設けられ、国の施策により返済猶予

期間が先延べされてきました。今後、返済猶予期間が終了し、令和５年１月から返済が順次

開始される予定となっております。そもそもこの貸付金は、会社の雇い止めなど、生活に困

窮されている方々の緊急的な支援の一環として、返済能力の確実性よりも支援のスピード感

を重視した貸付けであるということで、返済が厳しい方が多く含まれていると考えておりま

す。このような方に対しましては、返済免除の制度がございますので、条件に合致される方

につきましては、佐賀県社会福祉協議会から通知されております文書を御確認いただき、10

月末の期限までに免除申請を御提出いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 では、私のほうからは、教育委員会としての子供・家庭の生活安定の支援策についてお答

えをいたします。 

 代表的な事業を抜粋して御紹介したいと思います。 

 １つ目に、子育てや教育に関する経済的負担の軽減に係る援助としましては、経済的な理

由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、就学援助事業として要保護・準要保護就学

援助費の交付を行っております。 

 次に、様々な事情を抱えたお子さん、家庭に対する支援の充実ということですけれども、

先ほどの要保護・準要保護就学援助費と同様の就学援助事業になりますけれども、特別支援

学級に通学する児童・生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費の交付を行っておりま

す。 

 また、学校生活支援員事業、スクールカウンセラー事業、スクールソーシャルワーカー活

用事業、補充学習等支援事業、学力向上サポーター活用事業、児童・生徒自立支援事業など

として学校のほうに人員の配置を行っております。 

 子供の安全・安心の確保のための事業としては、医療的ケア児支援事業に取り組んでおり

まして、対象の児童がいらっしゃる小学校に看護師を配置しているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 それでは、商工観光課からは３番目の質問、新型コロナウイルス感染症の経済対策で、事
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業者への支援、貸付事業についてお答えをいたします。 

 新型コロナウイルスの影響を受けられた事業者に対し、資金繰りのお悩みに関する金融支

援といたしまして特別貸付事業、事業を継続していただくための給付支援としまして持続化

給付金など、これまで国、県、市において様々な支援制度がございました。 

 貸付事業につきましては、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、佐賀

県の新型コロナウイルス感染症対応資金などがあり、令和４年７月末現在で、鹿島市の状況

につきましては、保証協会の資料を基に約560件、66億円の債務残高があると推定しており

ます。 

 この新型コロナウイルス関連の貸付事業につきましては、ほかの貸付事業と同様に、一般

論といたしまして、事業者が貸付けを希望される際に、金融機関及び保証協会がその事業者

の経営状況、また、今後の見通しなどを審査され、返済可能と見て金融機関が融資を実行さ

れたと判断をいたしております。しかしながら、長引くコロナ禍や物価・原油高騰などの影

響によりまして、返済が厳しい事業者もいらっしゃるのではないかと思われます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 それでは、こども家庭庁のことから質問いたしますけれども、こども家庭庁施策としては、

いわゆる国の関係各部署が一つになって、とにかく一緒になって、偏りを廃止して、一つに

なった施策を実行していこうということで始まっておりますけれども、鹿島市の場合は、今

のところ、こども家庭庁みたいな組織をつくる考えはないということでございますけれども、

いずれそういう形になってくるんじゃないかなと思うんですよね。そのときに備えて今から

準備をしておく必要があるんじゃないかなと思いますが、それについていかがでしょうか。 

○議長（田一美君） 

 山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 お答えします。 

 議員おっしゃいますように、こども家庭庁の多様化として、１つの組織でいずれ対応しな

ければならないようなことになるかもしれないということですけれども、そういった形での

対応が求められるということも想定をしながら、鹿島市にとってどういった組織体制が効果

的、効率的なのか、よりよい体制整備ということに向けては引き続き検討を行っていく必要

があるものと考えているところです。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 
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○13番（福井 正君） 

 よりよい体制整備というのがいつ頃から取り組まれるか、いつ頃を大体目標としてされる

のか、そこはいかがですか。 

○議長（田一美君） 

 山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 お答えいたします。 

 こども家庭庁そのものが令和５年度の４月からということになっておりますので、少なく

とも令和５年度に関しては現在の組織で対応しながら様子を見ていくということになると考

えております。ですので、早くても令和６年度以降の組織改正、必要であればそういったこ

とも出てくるのかなということで考えているところです。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 そのときになったら、しっかりと組織をつくっていただきたいと思います。 

 次は、妊娠・出産、子育て、教育、結婚、出産という一連の支援がこども家庭庁の施策の

目的となっています。だから、こども家庭庁とする必要があったんだろうと私は思いますけ

れども、鹿島市として、妊娠・出産から学校教育、結婚、出産と続く人生に対して、その方

を支えていく取組というのがどのようにできているのか、それについて質問いたします。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 お答えいたします。 

 御質問の妊娠・出産、子育て、教育、結婚、出産を支える取組ということですけれども、

市役所内の複数課にまたがる御質問ということで、私のほうから総括してお答えいたします。 

 鹿島市においては、妊娠・出産から学校教育までの切れ目のない支援を目標に、保険健康

課、福祉課、教育委員会などの関係課によるそれぞれの支援施策の充実と連携体制の構築に

向けて、課題等を協議して事業を進めているところです。 

 特に、家庭における困難ケースの対応に当たりましては、関係課の垣根を越えて現在でも

各課が連携して対応をしておるところでございまして、相談体制等、支援施策の実施、また、

専門の機関へつなげるまで市としてはしっかりと対応をしております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 
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○13番（福井 正君） 

 鹿島市の場合は小さい団体ですから、お互い協力し合ってされているんだと私も思います。

だけど、いずれにせよ、ひょっとしたら一つの組織に、子ども家庭課という課になるのか分

かりませんけれども、そういうふうに変わってくる可能性があると思いますので、そうなっ

たときも多分同じようなことになってくるんだと思いますけれども、今からもしっかりと取

組をしていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。 

 じゃ、次に行きます。一人の方ではなくて、対象者全てに現状取り組まれているのか、取

組が現状でも可能なのかについて質問いたします。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 お答えいたします。 

 ただいまの御質問に関しましては、ワンストップに係る内容という部分も含んでおると判

断しておりますので、それを含めてお答えしたいと思います。 

 ワンストップによる組織体制の検討を現在も引き続いて行っておりますが、御存じのとお

り、建物の構造とか、あるいは職員配置等の課題は当然ありますが、現状の限られた環境の

中で、なるべく一つの部署で手続等が完了するように、関係課が協力して対応をしておると

ころでございます。 

 今後も社会環境の変化が当然出てくると思いますけれども、それに迅速に対応できるよう

に、状況に合わせて柔軟な組織体制を検討していく必要は当然ありますので、市民目線で、

市民の皆様に寄り添って支えていけるような鹿島市としての対応を行っていきたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 ある意味、総合的な施策をしていく、取り組んでいく、現在も取り組んでおられるんだと

思いますけれども、こども家庭庁という形になってくると、やっぱり一つの大きな固まりに

なって、その課の中でかなりのことができるという状況になってくるんだと思いますけれど

も、このような施策というのは市民の方たちにも理解をしていただく必要があると思います。

そしてまた、担当職員もしっかり理解をしていく必要があると思っていますけれども、この

ようなことを理解していただく施策として、現在どのように取り組まれているのか。 

 というのが、実はこういう施策があることを御存じない方もいらっしゃるんですよね。で

すから、その方たちにこういうちゃんとした支援策がありますよということをしっかりとお
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伝えしていくということも必要だと思いますが、今後どのように推進されていくのかについ

て質問いたします。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 お答えいたします。 

 先ほどから御答弁している内容で、その内容を、施策を知っていない市民の方もいらっ

しゃるというところについてでございますけれども、子育て支援の施策に関しては、基本的

に保険健康課、福祉課、教育委員会を中心にして、それぞれの部署で責任を持って支援の対

象者の方々に個別の通知をはじめ、市報掲載やホームページ、各種チラシの配布などでお知

らせをしているところが現状でございます。 

 このほかにも、子供さんの成長に合わせた様々な支援施策をまとめたもので、名称が「て

とて」という、30ページぐらいから成りますけれども、カラー印刷の冊子を子育て支援セン

ターで発行していただいておりまして、保健センターの子供の健診とか、あるいは子育て支

援センターの子育て相談などの機会を通じて、子育て世帯に配付を現在しております。 

 さらに、保健センターでは、母子手帳のアプリを活用して妊娠中から就学前までの子育て

情報を登録いただいた子育て家庭に発信もいたしているところでございます。 

 今後さらに子育て世帯へ情報が届くように、引き続いて保育所や学校での広報、そして、

ＳＮＳ等での情報通信のツール等も活用しながら、広報の活動に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 しっかりと取り組んでいただくことをお願いいたしておきます。 

 次に、施策を実行するに当たっては予算も必要だということで、現在予算配分というのは

ほとんど変化がないというか、変わっていないような状況の中で、子供や家庭にどのように

今から配分をしていくのか、現在の予算をそのまま引き継いでいくのか、少子化、人口減少

の現状を打開するためのこども家庭庁発足だと私は思いますけれども、直ちに取り組むこと

が無理だとしても、今後、鹿島市を構成する人を支援し、鹿島市に生まれてよかったと感じ

ていただくためにも鹿島市の取組がこれからも必要だと思いますが、お考えはいかがでしょ

うか。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 
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○市民部長（岩下善孝君） 

 お答えいたします。 

 子育て支援の予算というところで、市民部関連を含めてお答えいたしたいと思います。 

 少子化対策につきましては、第七次鹿島市総合計画にも当然掲げている重要な課題でござ

いまして、限られた財源と職員数ではございますが、いかに少子化対策に取り組んでいくの

か、今後の鹿島市の非常に大きな課題の一つであると考えています。 

 今回、先ほど企画財政課長のほうからありましたが、福祉課で事業化をしました子ども医

療費助成の高校生までの対象拡大を皮切りに、課題解決に向けた財政措置をどのようにして

いくのかというところは今後も引き続いて検討しながら、課題の解決、あるいは予算の配分

等に重点を置いて対処していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 少子化対策というのは本当に大事なことだと思います。 

 今、鹿島市で出生される子供さんというのは200人程度でございますよね。それに対して、

死亡される方は400人ぐらいで、ここが実は鹿島の人口減少の一番の原因になっているん

じゃないかなと。転入、転出もありますけれども、それよりも死亡と出生の差というのが一

番大きいことだと思います。だから、出生数をできるだけ増やすことによって、鹿島市の人

口増加、減少の歯止めになってくると思います。 

 私は昭和23年ですけれども、年間1,000人ぐらい生まれていた時代もありました。今をそ

んな時代に戻すことはまず不可能だということは分かっていますけれども、ぜひしっかりと

人口減少を食い止めるためにも、子供さんたちの出生数を増やすという取組をしていただき

たいと思います。 

 じゃ、次に参りますけれども、新型コロナウイルス感染症経済対策で、困窮事業者や困窮

者に対して実は貸付けが行われていました。行われていたんだけれども、現実問題として本

当にそれを返せるのか。というのは、来年４月か５月頃から、返済の猶予期間が終わって実

際の返済が始まるという状況になっていきます。これは先ほどもおっしゃいましたけれども、

そうなったときに、現実問題として本当に返済ができない方が出てくるんじゃないかなとい

う気がするんです。それに対して、じゃ、どういうふうに対策をしていくのかなと。先ほど

もそういう答弁をなさいましたけれども、現実問題として、例えば、事業主と個人とまた

ちょっと違いがありますけれども、事業主さんの場合は返済できなくて事業が破綻してしま

うという可能性もあります。だから、個人さんの場合は返済ができないということで本当に

生活に困窮されて自己破産ですとか、ひょっとしたら生活保護受給者になられる可能性も出
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てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それに対して鹿島の場合はどうさ

れるのかなと。 

 住民税非課税家庭に対しての100千円給付というのがございますけれども、これでは間に

合わない。ですから、困窮されて返済ができなくなる人たちの対策というのが鹿島市として

できるのかできないのか、そこら辺を教えてください。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 お答えをいたします。 

 返済できない方への支援策ということで、商工観光課のほうからお答えをいたしたいと思

います。 

 まず、返済できない場合、今借入れしている額を返せないということで、まず１つ目に、

借換えをどうしようかということで考えられると思います。その借換え等の判断につきまし

ては、個々の金融機関の判断にまずはなります。そのため、現在取引をしていらっしゃいま

す金融機関へ御相談をお願いしたいと思っております。そこで改めて経営状況、今後の状況

などを含め審査がなされ、可否の決定がなされると思っております。 

 しかしながら、令和４年８月には、コロナ対策資金を利用した約９割の事業者の元金返済

が開始となります。長引くコロナ禍や近年の物価、また原油高騰などの影響によりまして業

績が低迷し、返済不能となられる場合も想定をされます。市内におきましても、今年度に入

りまして数件の廃業も確認はしております。 

 経営上のお悩み、また資金繰りのお悩みなど、金融機関等との調整が必要な事態が想定さ

れる場合には、事業者、個人で抱え込まれることなく、ぜひ鹿島商工会議所やかしまビジネ

スサポートセンターなど、相談窓口に御相談をお願いしたいと思っております。 

 事業継続に向けた経営改善の糸口や経営者の方への今後の生活維持を含めた伴走型の寄り

添ったサポートに関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えておりますので、お一人

で抱え込まずに御相談をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 借換えということでつないでいくというやり方もあると思いますけれども、例えば、借換

えをした場合も、これは借金が残るわけですよ。残っていって、じゃ、今のコロナの状況が

改善していって景気がよくなってきて、売上げが伸びてきたら返せるんでしょうけれども、

これが先が見通せないという状況になっています。だから、現実問題として借換えで本当に
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救済ができるのかなという気がしているんですよね。 

 ですから、本当はそれ以外の、令和２年か３年にありましたコロナ対策の給付制度、そう

いうのを政府にまたやってほしいんだけど、現状としてはありませんから、借換えをして何

とかつないでいくしかないのかなという気がしますけれども、借換えというのを金融機関に

相談して、金融機関がうんと言うんでしょうか。そこら辺は分かりますか。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 お答えをいたします。 

 まず、借換えがその金融機関が大丈夫と判断されるのかどうかということなんですけれど

も、そこはやはり事業者さんと金融機関との取引になりますので、こちらが大丈夫とは、

ちょっとここではお答えできません。 

 しかしながら、今、市のほうでは日本政策金融公庫を含めた市内の金融機関さんと連携会

議を開催いたしております。その中でもこういった問題を議題として取り上げまして、認識

の共有をいたしまして、柔軟な対応をお願いしますということで常々お話をさせていただい

ているところです。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 今の問題というのは、結局、コロナで売上げが減少していって利益が出ていないような状

況の方はかなりいらっしゃると思うんですよね。そういう状況の中で、金融機関、国金にし

ても、それで本当に貸付けができるのかなということを私は心配してこの質問をしています。 

 ですから、本当の意味でちゃんとした借換えができるのであれば問題なく事業が継続でき

るんだと思うけれども、もし借換えできなかったら、多分事業をやめられる、廃業されると

いう可能性も出てきますよね。だから、それに対して、これは市としてもどうしようもない

ことか分かりませんけれども、何らかの形で市がアドバイスしてもよくなるもんでもないか

なと思いますけれども、何か取組をやっていく必要があるんじゃないかなと、私は今でもそ

う思っていますが、それについてはどう考えますか。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 お答えをいたします。 

 先ほども少し 後のほうに御答弁いたしましたけれども、金融機関との連携会議の中で、
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非常に困っている事業者さんもいらっしゃるということで、ぜひ柔軟な対応をということで

会議の中でもお願いし、金融機関のほうでも今現在柔軟な対応をしているということでお答

えをいただいておりますので、引き続きそういった会議の中でもお話をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 ぜひ柔軟な対応をしていただくことを私も願っております。 

 次に行きますけれども、住民税非課税世帯と家計急変世帯への100千円給付金というのは

どのような制度なのか。また、家計急変世帯は申請が必要だと思いますが、家計急変世帯の

条件というのはどんなものがありますか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の質問ということで、お答えしたいと思います。 

 まず、対象世帯につきましては、令和４年度の住民税均等割が非課税の世帯と家計急変世

帯ということで、先ほどの住民税非課税世帯以外の方で、令和４年１月以降、コロナの影響

で収入が減り、非課税相当の水準となった世帯ということで国のほうから示されております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 住民税非課税世帯というのは税務課で調べればすぐ分かることなんでしょうけれども、家

計急変世帯というのは本人さんが申請しないと把握が難しいんじゃないかなと思うんですけ

ど、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 議員おっしゃるとおり、本人からの申請ということになっております。それも十二月は

ちょっと無理ですので、任意の一月を取って、その12か月分ということで、それが住民税非

課税相当であれば家計急変というような形になると考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 
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 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 その家計が急変したことの証明というのはどうやって証明するんですか。例えば、給与所

得者であれば、給与の支給額等で分かるかも分かりませんけれども、そうじゃない方たちは

どうやって調べるのかなというところがあるんだけれども、そこら辺はどうですか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 これにつきましても本人申告が原則でございまして、収入を証明する、例えば、給与所得

者の方につきましては、１か月分の給与の明細を持ってきていただくとか、そういった何ら

か証明できるものをつけていただくということになります。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 給与所得者以外の方たちがいらっしゃったら、その方たちは証明するものがないわけです

よね。ですから、本人が減りましたと言えばそれで通ることじゃないんじゃないかなと思い

ますが、そこら辺はどうですか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 お答えいたします。 

 事業主の方であれば、例えば、出納簿だとかそういった書類でも大丈夫ですので、そこは

御相談をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 分かりました。 

 次に、また貸付けに戻りますけれども、コロナ貸付金の場合は特にそうなんですが、貸付

金の種類によっては返済免除という場合がありますけれども、その条件はどのようなものな

んでしょうか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 
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○福祉課長（中村祐介君） 

 それでは、社会福祉協議会で貸付けを行っています生活福祉資金の特例貸付けの返済免除

ということで、県の社協のほうから通知が既に行っているかと思いますが、令和５年１月か

ら特例貸付けの返済が始まる予定でございます。この特例貸付金は、収入減が続く住民税非

課税世帯などを対象に返済が免除されることになっております。免除の条件といたしまして

は、償還免除を判定する年度であります令和３年度と令和４年度におきまして、借りた人及

び借りた人の世帯主の住民税が非課税となっている場合については返済免除となるというこ

とでございます。そのほかにも、借りた人が生活保護の方とか、あと、身体障害者手帳の

１・２級の方、あるいは精神保健福祉手帳１級をお持ちの方などが免除の対象ということに

なります。 

 なお、免除申請の様式につきましては、佐賀県の社会福祉協議会から既に借りている方全

てに通知をされているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 社協から借りていらっしゃる方たちは、全てに連絡が行っているということですね。分か

りました。 

 次に、いよいよ返済ができなくなったという状況になったとき、自己破産になられるのか、

また生活保護を利用されるようになる可能性があると思いますけれども、そのような事態は

まだ起こっていないかと思いますが、そういうことも想定していらっしゃるかどうか、お聞

きします。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 議員言われるように、確かに生活保護が増えてくる事態も想定をしております。ただ、鹿

島市では生活保護になる前に、何とか自立できる方につきましては、社会福祉協議会と連携

をしまして生活困窮者自立支援事業に取り組んでおります。 

 中身を申しますと、家計の収入、支出のバランスを取る家計改善支援のほかに、債権整理

とか、あと、金銭管理へのアドバイス、また、自立に向けた就労準備支援など、各ケースで

社会福祉協議会と情報を共有しながら取り組んでおります。 

 また、社会福祉協議会では、独自事業でありますフードバンク事業、あるいは民間団体の

支援も併せて、生活困窮者の自立支援をトータルでサポートしていただいております。 

 しかし、生活困窮者は経済的な問題にとどまらず、御家族の介護、障害、それから健康問
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題のほか、児童虐待とかＤＶ、ひきこもりなどの社会問題を抱えておられるケースもござい

ますので、関係機関が連携して対応することが重要と考えております。特に、福祉課には家

庭相談員とか障害支援相談員などがおりまして、社協と綿密な連携を取りながら様々な機関、

専門機関へつなぎ支援を進めております。 

 今後の方向性といたしましては、相談を受けることも大事なんですけれども、アウトリー

チ、訪問とか相談後のアフターフォローを細かくやっていくことが重要と考えておりまして、

そのため、人員体制の整備をはじめ、情報機器を使った相談環境の充実、あるいは専門機関

や様々な施策へつなげていくために、相談員の研修等も今後進めていきたいと考えておりま

す。 

 なお、こういった様々な支援策でも難しい場合は、 後のセーフティーネットであります

生活保護を利用することで生活を立て直していただき、自立に向けて再スタートが切れるよ

う、その方に寄り添いながら支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 生活困窮者の方というのは、若い方もいらっしゃるんでしょうけれども、いわゆる高齢者

の方たちですよね。高齢者の方というのは、自分で仕事を探しても仕事がないという状況の

方もいらっしゃると思うんですよ。だから、そういう方たちにどうやって支援をしていくの

かと。その方たちがどうしようもないといって生活保護という形になってくるんでしょうけ

ど、じゃ、できるだけ仕事をしていただくようにどういうふうに支援をしていくのかなと、

そこの部分がかなり大事なことじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺についてはど

う思っていますか。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 お答えいたします。 

 確かに議員おっしゃるように、高齢の方で病気も持っておられる方については、仕事をす

るというのは非常に厳しいと考えております。そのような方には、やはり健康で幸せに自分

らしい生活を送っていただきたいということで、医療扶助とかそういったものもありますの

で、まずは体を整えてもらう、健康的な生活を取り戻してもらう、そういうことがまず第一

義にあるんではないかなと思っております。 

 ただ、その上で、仕事をするというのはその方の生活のリズムとか、生きがいとか、そう

いうのにつながる方もいらっしゃると思います。そういう方については、仕事の就労支援を



- 148 – 

鹿島市議会会議録 

していくというようなことで進めております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 よろしくお願いしておきます。 

 後の質問でございまして、市長にお願いしたいと思いますけれども、コロナ対策として

様々な制度がありまして取組をされています。 

 ところが、コロナの中で事業もうまくいかないし、個人の生活も失業で仕事がないという

方もいらっしゃると思います。じゃ、それらの方々をどのように救済するのか。これは鹿島

市単独でできるようなことではないと思うんですよね。やはり政府が取り組むべき事態だと

思います。政府に対してこの実態を報告して、政府に支援策を実行してもらう必要があると

思いますけれども、鹿島市としての考えはどうなんでしょうか。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 今、議員おっしゃったように、コロナでたくさんの困った人たちが今いらっしゃいます。

新型コロナウイルス、それから原油価格、物価高騰、これらのいろんな要因で市民生活が今

非常に困窮している方が増えております。 

 そういう実態を踏まえて、やはり個別の支援については丁寧にしていかなければいけない

と思っておりますが、これまでも国からコロナ対策の交付金として数々の支援策がございま

した。今後もぜひこういうことをやっていかなければ、抜本的な解決にはつながっていかな

いというふうに思っているところです。 

 私もまだ市長になり立てですが、九州市長会、それから全国の市長会にも参加をいたしま

した。ほかの自治体も同じような悩みを持っておられます。こういうことで、要望事項等を

取りまとめて政府に提出することがございますので、それぞれの自治体の要望を取りまとめ

て、九州市長会の要望、全国市長会の要望を国のほうに届けるように今いたしているところ

でございます。 

 そればかりではなくて、知事さんのほうにもお願いして、全国の知事会でもぜひ要望して

いただきたいというふうに思っておりまして、鹿島市としても近隣の市町との連携を取りな

がら、実態を正確に御報告いたして、国のほうで支援策をさらに充実していただくようにお

願いしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 
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 13番福井正議員。 

○13番（福井 正君） 

 実態を国に伝えていくということはすごく大事なことだと思います。やはり全国市長会で

も、知事さんでもそうなんですけど、できたら議長会にもお願いしたいと思うんですが、と

にかく実態を国に知らせていく。以前、コロナの給付金制度というのがありましたけど、そ

の給付金制度の貸付けよりも、給付金じゃないとなかなか立ち直れないということがありま

すから、そこら辺も含めて、ぜひよろしくお願いいたします。 

 ということで、今日の一般質問を終わりますけれども、今回は子供たちの生活、そして、

コロナで困っている方たちの対策について主に質問いたしました。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（田一美君） 

 以上で13番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。11時15分から再開します。 

午前11時４分 休憩 

午前11時15分 再開 

○議長（田一美君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 おはようございます。14番松尾です。通告いたしました件について質問したいと思います

が、まず初めに一言。 

 ９月23日、鹿島市民にとっては大きな歴史の転換点になりました。それは、これまで鹿島

市民の生活の足を支えたと言える鉄道の運行が大きく変わったことです。私が言うまでもな

く、西九州新幹線が９月23日から開業、並行在来線と言われている肥前山口～諫早の特急は

数が大幅に減った上、肥前鹿島駅までしか来ない。つまり、下りは肥前鹿島駅が終着駅にな

りました。上りは博多駅、始発駅です。新幹線計画が出てから、鹿島市としては、長崎本線

が経営分離されれば並行在来線と呼ばれ、沿線自治体による第三セクターで維持しなくては

いけないということになりました。新幹線の着工には沿線自治体の同意が要るということで、

鹿島市も絶対に同意をしないという立場で長崎本線を守ることに頑張っていました。私たち

市議会も、祐徳稲荷神社の参拝客の多いお正月だったと思いますが、議員全員で街頭でこの

宣伝に取り組んだことも思い出します。 

 このようにして、当時の桑原允彦市長を先頭に長崎本線を守る取組を進めましたが、突然、

同意は要らないという方向で、上下分離方式で決まりました。どうすることもできなくなり

ました。ただ、このように変わったため、鹿島市、また、沿線自治体が鉄道を経営せずに済
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むことになりました。しかし、鹿島市が同意をしなかったことで、県や、また、賛同する人

から攻撃などもありました。ただ、同意をしなかったので、今後、財政負担などがなくなっ

たのはよかったと思っています。 

 22日は、かもめの 後の運行見送り、これまでのかもめはなくなり、かささぎになりまし

た。23日は、これから走るかささぎの出発式です。私は一番列車かささぎに乗り込み、博多

に着きました。折り返し博多発一番列車かささぎに乗り換え、肥前鹿島駅に帰ってきました。

物心ついてから70年ほど利用した長崎本線でしたが、何とも言えない気持ちで過ごした乗車

時間でした。長崎本線を絶対絶やしてはいけない、鹿島から長崎まで、乗り換えないと行く

ことができなくなる、毎日の通勤、通学のために長崎まで直行で行けるように頑張らなくて

はいけない、全国の観光客の皆さんに有明海やミカン山など美しい景色をまた見てもらえる

ようにしなくてはいけないなど、いろいろと考えると乗車中、涙が込み上げてきました。 

 鹿島市としても在来線を活性化させなくてはいけないと、22、23日、鹿島市の振興をと必

死の取組をしていただきました松尾市長をはじめ、職員の皆さん、本当に御苦労さんでした。

長崎本線は大きく変わりましたが、これからがまたスタートです。鹿島市の振興のため、市

民みんなが知恵を出し合い、これからの鹿島をつくるために取り組んでいこうではありませ

んか。 

 さて、このような中、今日は安倍元総理の国葬が執り行われております。この取組のため

に政府は必死になってきました。今日がその国葬の日となりましたが、亡くなられた安倍元

総理にはお悔やみを申し上げたいと思いますが、岸田政権による安倍元総理の国葬に反対す

る人たちは、今日まで日増しに多くなってきました。今日もその反対集会が行われておりま

す。 

 なぜ国葬なのか。在任期間 長と言うだけで、岸田総理はまともに説明もしない。功罪の

罪のほうが多かったのではないかと言われています。政治家として も公正でなくてはいけ

ないのに、いまだ解決できない数多くの問題が残されたままになっております。時の内閣の

打算で特定の個人を特別扱いすることは、憲法第14条、法の下の平等に反するのではないで

しょうか。法的根拠のない国葬を閣議決定で強行する、その儀式だけでも当初275,000千円

ぐらいと見積もられておりましたが、その後、6.6倍の1,660,000千円の経費だと試算されて

おります。これだけ多くのお金を国民の税金で賄うというようなことだけでも、多くの国民

が反対するのは当然のことではないかと思います。 

 さて、本題に入っていきたいと思います。 

 まず、高齢者が安心して暮らせる鹿島市をということです。 

 高齢化が進んでいく中で、耳が聞こえづらくなる人、聞こえなくなる人が増えています。

私も 近では、高齢者との交流が増えたことにより、そのことを強く感じています。もちろ

ん自らも高齢者の年齢に達しているわけですけど、昔は年取れば耳が聞こえなくなるのは当
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たり前のように思っていました。もちろん、私が若かった頃は人生僅か50年と言われた頃で

すから、今のように高齢者が多かったときではなかったと思います。 

 今、全国的に難聴は50歳頃から始まると言われているようです。それが60歳後半になれば、

急に増えるということのようです。60代後半になれば３人に１人、70歳以上になると７割以

上の難聴という報告もあるようです。年のせいだということでそのままにしていては、この

複雑な社会の中に、高齢者は安心して生活できない状態になります。 

 いざ外出をすれば車の洪水、緊急事態の発生で、防災無線でどんなにお知らせをしても聞

き取ることができない。そればかりではありません。皆さんと集まっておしゃべりをしてい

ても、みんなの話が聞こえないために外出が嫌になる。このことにより、友人などとの会話

も少なくなる。それどころか、家族との会話も少なくなることになります。また、対話する

ほうも、相手が聞こえないことが分からない人は、自分が言っていることを聞き取れない人

に違和感を覚えることもあります。いろいろな集まり、外出の機会が少なくなり、社会から

の孤立が始まります。家に引き籠もりがちになるのではないでしょうか。このことが進み、

ストレス、睡眠不足、運動不足などに進んでいくと言われています。 

 特に心配なのは、難聴が引き起こすものとして、認知症に進んでいく要因だと言われてい

ます。これについては厚生労働省も認知症のリスク要因として数項目挙げていると思います

が、その中の一つに難聴を挙げております。早期の予防や補聴器によるリハビリが必要とさ

れています。日本補聴器工業会の調査を見ますと、難聴者の14.4％しか補聴器を使っていな

いということです。なぜなんでしょう。それはまず、補聴器があることは分かっていても、

高くて買えないということ。さらには、どうせ年取ったら耳の聞こえんとは当たり前と諦め

ていることもあるようです。 

 ＷＨＯ（世界保健機関）では、聴力が中ぐらいから補聴器の使用を推奨していると言われ

ています。補聴器は難聴が進行してからの使用ではなく、なるだけ早く使用することが必要

と専門家も言っているようです。今、全国の自治体で補聴器への補助が進んできております。

さらに補助金要求の運動も急速に広がっております。認知症の予防、高齢者の健康寿命を守

る、こういうことにつながり、ひいては医療費の抑制にもつながると確信をします。 

 このような理由で、高齢者の補聴器購入に対し補助金を出していただくようにお願いする

ものですが、松尾市長の見解をお伺いしたいと思います。 

 以上で第１回目を終わります。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 まず、補聴器の購入について、現状を説明いたします。 

 聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方、もしくは障害者総合支援法の対象疾病に該当す
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る方で、高度難聴と同程度の難聴のある方が補装具支援制度を利用した補聴器の購入助成が

ございます。 

 次に、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児や人工内耳を装着している

難聴児に対し、言語の取得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入、修

理及び更新に要する経費の一部助成がございます。これらの助成は、いずれも市の福祉課に

申請を行い助成を受けていただくことになります。対象とならない方で補聴器の購入などを

検討される方は、事前に福祉課まで御相談いただくようお願いをいたしているところでござ

います。 

 なお、県内市町の補聴器に関する助成も本市と同様の状況にあるというふうに思っており

ます。 

 いずれにしましても、そういうふうに難聴になられて困っている方に対する支援というの

は行っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 ありがとうございます。ただいま非常に希望のある答弁をいただいたと思いますが、ここ

で鹿島市の現状で補聴器をどれくらいの人が使われているのか、そういうところも分かりま

すか。分からなかったらいいですが。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 補聴器利用者の市内の数ということですけれども、申し訳ございませんが、現状、補聴器

の使用者の数というのは把握しておりません。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 分かりました。それでは、お願いをしたいと思いますが、今いろいろといい方向で御答弁

いただきましたが、知らない人が多いわけですね。ですから、今本当にこの補聴器というの

が必要になってきたと思いますので、いろんな形でその宣伝といいますか、老人会の集まり

だとか、市報だとか、いろいろできると思いますので、ぜひ進めていただきたいということ

をお願いしておきたいと思います。 

 じゃ、次に移ります。 

 65歳以上の人口が総人口に占める割合を示す高齢化率が、世界で も高い国が日本だと言

われています。そのような中で、女性の貧困率はほとんどの世代において男性よりも高く
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なっていると言われています。年金が主な収入源となる高齢期になると、男女差は拡大しま

す。とりわけ、単身世帯の女性の貧困率は深刻だと言われております。鹿島市も高齢化が進

み、老後の生活が経済面、まちづくりの問題、交通の問題など、老後の生活をしていく中で

問題が山積みしていると思います。 近では、特に経済の問題です。年金は引き下げられる、

医療費は２倍になる、10月からは物価の異常な値上げが言われています。 

 さて、このような中、今回、私はいろんな高齢者問題の中で、１つの問題についてお尋ね

したいと思います。 

 今、鹿島市は非常に高齢者が多くなって生活しにくい状況になっているんですが、そうい

う中で、周辺にガソリンスタンドがないので、冬場、暖を取るための灯油を買いに行くこと

ができんと、独り暮らしのばあちゃんの言いよんしゃったばいという話を聞きました。この

人は七浦の方でした。私はいろんな方たちにこの話を聞きましたが、確かに灯油の購入には

苦労をされているようです。この地域は灯油だけでなく、生活用品の店もほとんどなく、不

自由をされている方が多いというのがまた分かりました。幸い 近は千菜市から車で販売を

始められたようですから、助かっておられる方もたくさんあるようです。 

 もちろん、このような問題はほかの山間部や周辺地域にもあるようですが、灯油といえば

危険物ですからバスやタクシーで運ぶわけにもいきませんし、多めに買って自宅に保存とい

うのも無理でしょう。間もなく冬場を迎えることになります。高齢者家庭の冬場の生活を守

るためにどのようにしたらよいとお考えなのでしょうか、御意見をお聞かせください。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 それでは、松尾議員の質問にお答えいたします。 

 松尾議員とのお話の中で、この件につきましては七浦地区の高齢者の方からのお話という

ことでお聞きいたしております。そこで、東部地区にあるガソリンスタンドに灯油の配送状

況についてお尋ねをしております。お尋ねをしたガソリンスタンドでは、七浦方面、古枝方

面の山間部へも配達を行っているとのことでございました。ただ、配達日時は希望と前後す

る場合があるということでお話をお聞きしております。 

 なお、配達の場合は手数料が加算され割高になることになりますので、そこら辺の御負担

は出てきますけれども、手数料はガソリンスタンドでまた違いがあるようです。 

 また、鹿島地区のガソリンスタンドにもお尋ねをしましたが、灯油の配達については行っ

ていますが、現状、東部方面へは浜地区までの配達を行っているということで、配送地域を

限定されているというふうなお話は受けておりません。高齢者の方は居住地区にガソリンス

タンドがないことを大変不安に感じられていると思いますが、地区外のガソリンスタンドか

らの配達はお願いできるようですので、ガソリンスタンドまで御連絡いただき購入を行って
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いただきたいというふうに考えております。 

 また、利用者は限定されますが、包括のほうで行っております高齢者支援事業の中の軽度

生活支援事業を利用した灯油購入の支援も考えられます。軽度生活支援事業は、要支援、要

介護を受けていない高齢者宅をヘルパーが訪問し、軽易な日常生活上の援助を行う事業と

なっております。自立生活を支援する事業でございまして、サービス内容は、掃除、洗濯、

買物、調理などでありまして、この中で灯油購入に係るサービスも可能になるのではないか

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 ただいまの御答弁によりますと、今あるガソリンスタンドから配達はされているというこ

とですが、確かにちゃんと計画的に購入できるような体制だったらいいわけですが、私たち

も例えば、なくなってしまって急にとかいろんなこともあるわけですね。だから、そういう

場合なんかも非常に不便になってくるというのがあるわけですね。それでなくても今灯油な

んか高くなっておりますから、手数料とか取られるということになりますと、特に高齢者の

方たち、僅かな年金暮らしの人たちは大変ですよね。例えば、もうクーラーも要らなくなり

ましたが、この夏の暑いときにクーラーがついているのにお金がかかるからといって、クー

ラーを止めたままにされている方も非常に多かったことを私は思い出しますがね。 

 だから、本当に必要なだけ使うことができるような体制を常につくっていかんといかんの

じゃないかと思うんですよね。それで、あるところに、七浦まで配達でくんね、いや、そこ

までは灯油タンクいっぱいは無理ねと言ったところもありますが、そういう現状にあります

ので、そういう形でいろいろ取組はされておりますが、そういう声が出るということは、

やっぱりまだ不便に思っている方もあるということですので、その後の対応を私は何とかせ

んといかんと思うんですが。 

 例えば、今、七浦の道の駅が食料品その他を配達されていますね。危険物ですから余計

取っておくことはできないと思いますが、ある程度の量ならあそこにも置けると思うんです

よね、タンク、私も量は幾らだったか忘れましたが、 低幾らぐらいは置けるというのがあ

るわけですが、例えば、あそこにお願いをして灯油も一緒に運んでいただくというような、

そういうことなんかはできないんでしょうかね。それは道の駅の経営ですから、ここでせろ

ということはいけないと思いますが、そういうことにもしたら、もう少しは皆が利用しやす

くなるんじゃないかなという気がしますが、そういうことは考えられないんでしょうかね。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 
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○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 先ほども松尾議員おっしゃったように、いろいろな法的な制限とかあると思いますし、ま

た、道の駅のほうでは道の駅の経営の在り方等ございますので、そこら辺は担当所管のほう

と話をしながら、こういうふうな話もあったということは伝えていき、お話をしてみたいな

というふうには考えております。明確にそれができるというふうな御返答はちょっとできな

い状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 ぜひ高齢者の人たちが不便がないように、安心して生活できるような対応を、いろんな関

係機関とも話合いをしながら進めていただきたいということをお願いしておきたいと思いま

す。そして、これは七浦だけじゃなくて山間部でも、独り暮らしのお年寄りがいらっしゃる

ところはそういうこともあっているところもあるようですので、そういう状況のところもぜ

ひ改善がされるようにお願いをしておきたいと思います。 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 防災無線設置について。 

 鹿島市は防災無線がつけられて、災害時もそうですが、いろんな面で重宝しています。ほ

かの地域から来た人がたまたま放送を聞いて、鹿島はよかね、うちの市はまだなかもんね、

こんなのがあると助かるし、災害のようなときは安心ねと言われたとき、私はこれまであっ

て当たり前のように思っていた防災無線を、改めてあってよかったなと見直しました。 

 さて、このように大事な防災無線ですが、市内にまだついていない御家庭もあるようです。

私は全戸につけられ、その後、新築のお宅には必ずつけられていると思っていましたが、あ

る地域で防災無線を使って部落の連絡をしたら、伝わっていないお宅が何軒かあったという

話をしてくださいました。伝わっていなかったお宅はどちらも新築の家で、防災無線がつい

ていなかったそうです。新築の家には市が無線をつけるはずですよと言ったら、知らずにお

られたようです。 

 防災無線は 初、全戸につけていただきました。その後は新築のお宅にも無料で設置して

いただくと私は思っておりますが、今回のようなことがあっております。やっぱりまだ十分

に理解されていないところもあるようですので、私は今回改めて防災無線の設置についてど

のようになっているか、市民の皆さんに徹底する意味でも、防災無線をどのようにしてつけ

て利用していただくかということでお知らせをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 



- 156 – 

鹿島市議会会議録 

 白仁田総務課長。 

○総務課長（白仁田和哉君） 

 お答えします。 

 議員おっしゃるのは、防災無線のうち、屋内に設置しています戸別受信機の無償貸与のこ

とということでお答えをいたします。 

 戸別受信機の無償貸与につきましては、平成27年、平成28年に住宅の所有者と家主さんか

ら同意をいただいた家に設置をしてまいりました。その後、議員おっしゃるように、新築住

宅については追加で無償貸与ということで設置をしてきたところです。ただ、このことを知

らない方につきましては、基本的に市外から来られた方、転入される方が多いと思われます

ので、市内に転入する際、市民課で配付するごみ収集や循環バス、コロナワクチン接種のお

知らせなどと一緒に、戸別受信機の無償貸与についてのチラシを現在配付しているところで

ございます。 

 ただ、市内の方が新築して転居された方など、議員おっしゃるように、まだ戸別受信機の

ことを知らない方というのはおられると思いますので、今後は、毎年秋に戸別受信機の電池

交換をお願いする内容を市報に掲載しております。それに併せて、新築された方につきまし

ては設置するという記事を一緒に載せたいと思っております。あと、ほかにも周知ができる

ようにいろいろ検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 本当にこの防災無線が災害とかなんかで流れることで、何かほっとすることもあるんです

よね。いろんな面で重宝していますので、やっぱりせっかくあるもんですから、ぜひこのこ

とを徹底していただきたいと思いますし、例えば、新築をされる建築業者の方なんかにもそ

のことをお知らせして、つけられますよということで、そうだったら 初、家を設計する段

階からどこにつけたらいいかとか、そういうこともできると思いますので、今おっしゃいま

したが、いろんな形でその設置を進めることを宣伝していただくということをお願いしてお

きたいと思います。本当に私はいいのをしていただいたと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 もう一つ、この無線のことでいえば、せっかく放送してもらいますが、１回だけ放送され

ます。だから、これは付け足しですが、２回か３回繰り返し、何やったかなと言いよったら

もう終わりますので、ぜひその辺まで取組をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 次に、国保税の引下げの問題です。 
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 これはずっと私も言い続けて、皆さん方も私の言うことすら覚えていらっしゃるんじゃな

いかと思うくらい私は言い続けておりますが、しかし、やはり今、市民の皆さんは国保税が

高いという悲鳴が上がっている中で、どこから安くさせていくかということ、このことの取

組を早くしていかなくちゃいけないと思います。 

 これは、さきの決算審議のときもちょっと申しましたが、何かといいますと、やっぱり未

成年者の均等割廃止の問題です。これまでも一般質問とかいろんなことで言ったように、今、

国民健康保険税は所得割、均等割、平等割、そういうのがありますが、均等割が25,200円で

しょう。それで、私は１人25,200円の均等割を未成年者からまで取っているということにつ

いてずっと言い続けているわけですね。だから、均等割ですから子供が１人の場合は25,200

円ですが、３人になれば３倍、５人になれば５倍、大した金ですよね。それを特に所得のな

い未成年者に税金がかけられるということ、このことは私は絶対許せないと思います。極端

に言えば、オギャーと生まれたらもう税金がかかるわけですからね。今、少子化が非常に問

題になっておりますが、このことだけ見ても今の少子化を解決する大きな力になってくるん

じゃないかと思うんですよ。 

 国は2022年度から、子供の均等割保険税を軽減する制度をしましたね。未就学児の均等割

保険税の５割を軽減するということになりました。軽減措置はできましたが、国はこれから

も対象年齢とか軽減割合をさらに拡大していってもらいたいと思うわけですが、今回やった

全国の要求、これは全国からこういう要求が出ているから国がやってきたと思いますので、

さらに国を動かすためにも、それぞれの自治体で具体的に、少しでも取り組んでいく必要が

あると私は思うんですよね。 

 決算のときも、そのできない理由などもおっしゃいましたが、しかし、やっぱり市役所と

いうのは地域の住民の暮らしを守ることが大事なんですよ。国が何と言おうと、県が何と言

おうと、そこでやっぱりやっていかないと自治体の仕事という本来の仕事はできないと思う

んですよね。本当に私は何年も何年も言いたくありません。しかし、これは実現しないと、

本当に国保税で泣かされている人がいっぱいいるんですよ。 

 ですから、例えば、ゼロ歳から未成年者全部とまでしない、例えば、３人おるところを何

人にするとか、５人おるところを何人にするとか、部分的な改善をしながらでも、少しずつ

均等割を廃止させていくことに取り組んでいくというお考え、これまで全く進んだお考えは

ありませんが、ここでもう一度私はお尋ねをしたいと思います。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 この件については、市の基本的な考え方を決算特別委員会の折にも御説明をいたしており
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ます。全国知事会では、令和５年度の国に対する施策、予算に関する社会保障関係の提案、

要望案などを議論され、国保に関しては財政支援については今後も国の責任において確実に

実施する、国保システムの更新費用等についても財政支援を行う、その中で、令和４年度か

ら実施している国保の子供に係る均等割保険料軽減措置の対象範囲と軽減割の拡充について

も再度要望している状況にございます。 

 この件につきましての鹿島市の考え方でございますけれども、国保税の在り方など制度の

根幹となる基本的な部分の取扱いについては、国で検討、決定されるべきであると考えてお

ります。子供の均等割軽減については、市町等の要望を基に、全国知事会や全国市長会から

国へ要望してあることでございます。国においては、今後も国と地方の協議の場において引

き続き議論していくと示されております。また、税の負担軽減を行う場合は、その財源が必

要となります。子供の均等割を軽減する場合も、国からの財源措置が一体的になされること

が求められます。今後、県内で国保税率一本化を見据えた中で、国における議論の動向等を

注視しながら、県全体で議論していく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 なお、今回の法改正では、国保世帯における全ての未就学児について国保税の軽減が図ら

れており、未成年者の均等割の軽減につきまして一定の前進があったものと考えています。

今後とも機会の折に要望を続けてまいりたいと考えております。 

 また、子育て世帯の経済負担軽減の観点から、子供の健康保険税の均等割を軽減するもの

とされておりますが、第204回通常国会で改正法が成立しておりますけれども、この件につ

きましては、地方創生の観点を踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響を考慮しな

がら、引き続き議論するという附帯決議がなされている状況にございます。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 鹿島は鹿島として大変だけどやってもらいたいと思うわけですが、やっぱり国の方針云々

ということですがね。 

 お尋ねしますが、例えば、今、鹿島市の未成年者の均等割をなくしたとして財源的にどれ

くらいのお金が必要なのか。また、今回、５割軽減でありましたが、国から幾らのお金が来

ているのか、その辺をお尋ねします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 未成年者全体に補助を行った場合の影響額についてですけれども、９月の電算データにな
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りますけれども、未成年者の在籍する世帯数が377世帯、対象者が754人ということになりま

す。 

 それと、影響額ですけれども、未成年者全体５割軽減した場合には7,917千円、全額軽減

した場合には15,834千円の影響が出てきます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 国はこれまでも子どもの医療費とかその他、市が国に先駆けて何かをすると制裁措置なん

かを取ってきましたよね。今だってそういうのがあると思いますがね。そんなことをしてい

る国が、なかなかこれを私たちの要求に沿ってすぐやるとは思えない。決算でも言いました

が、子どもの医療費だって50年かかってやっと子供たち全部に行き渡るようになった、こう

いう状況ですよ。それでも国は動いていない。そういう中で、国がやろうとするのを待っ

とったんでは追いつかんのですよ。 

 例えば、今15,830千円、先ほど私は申し上げましたが、今日、国葬があっていますよ。

16,000,060,000千円、全く憲法違反だと言われる、ああいう葬儀に対して16,000,060,000千

円のお金を使うならね、（「桁が違う」と呼ぶ者あり）ごめんなさい、1,660,000千円です

ね。そういうお金があるなら、やっぱりもっと子供たちのために、国民のために使うように

しなくてはいけないわけですが、しかし、そういうのを考えますと、国は本当に国の宝であ

る子供たちのこと、国民のことを考えてはいない。本当に腹立たしかってもしようがありま

せんが、それを待っているんじゃどうにもならない。だから、私はこの制度については、先

ほどちょっと言いましたが、一遍に全部やろうじゃないかといっても困難かも分かりません

が、しかし、15,000千円ぐらいのお金ですから、やろうとすればやれないことはないと思い

ます。やっぱり段階的にでも少しずつ減らしていく。例えば、何人も子供がいらっしゃると

ころは１人分にするとか、また、年齢を引き下げてどれだけにするとか、そういう形で検討

する余地はあると思うんですよ、検討していく余地は。そうしないと、少子化対策、少子化

対策と口先だけで言ったって少子化は改善しませんよ。今、子供を産んで育てていくために

どれだけのお金がかかるかということです。子供を持ちたくても持てない家庭がいっぱいあ

りますよ。 

 そういう面で、今、いろんなことでさっき言われましたが、そういうあれはないような形

ですが、今後そういう形で考えていってみようかと、そういう余地すらないですかね。年齢

を区切るとか、また、多く子供がいらっしゃるところは何とかするとか、そういう形ででも

具体的に研究を続けていかないと、踏み出しはできないと思うんですよ。私はぜひそういう

形で子供の問題、国保税の引下げの問題に取り組んでいただきたいと思いますが、市長、御
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意見をお聞かせください。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 今、子育て世帯への支援策として、子供の国民健康保険の均等割をなくすような考えで質

問があっておりますが、今、私、全国市長会のほうに提言事項、要望事項で、子供に係る均

等割保険料を軽減する支援制度については、子育て世帯の負担軽減を図るため必要な財源を

確保するとともに、執行状況を勘案した上で対象年齢や軽減割合を拡大するなど制度を拡充

することということで、全国市長会のほうでも重点提言として国のほうに今提言をされてお

ります。こういう動きがあっております。 

 それともう一つ、今言われたように、市でどうかということですけど、国保税は今、県下

統一でやるような方向で進んでおりまして、こういう問題については、やはりそれぞれの統

一した見解を持ってやっていくような方向がございますので、県のほうのそういう国保税の

統一に向けた動きの中で、お互いの市町が調整をしながら話し合って進めていくべきものだ

というふうに私は考えております。 

○議長（田一美君） 

 午前中はこれにて休憩します。 

 なお、午後の会議は１時から再開します。 

午後０時 休憩 

午後１時 再開 

○議長（田一美君） 

 午前中に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 ここで松尾征子議員の質問に対して執行部から追加答弁の申出があっておりますので、こ

れを許します。松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 午前中、松尾議員の高齢者が安心して暮らせる鹿島市をというところの補聴器購入におけ

る補助について、私は聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方、もしくは障害者総合支援法

の対象疾病に該当する方で高度難聴と同程度の難聴ということと、身体障害者手帳の交付対

象とならない軽度、中度の難聴児、お子さんですね、人工内耳を装着している難聴児に対し

ての助成のことについて触れましたけど、御質問の高齢者補聴器購入助成の状況については

答弁しておりませんでしたので、重ねて答弁をさせていただきます。 

 御質問の高齢者への補聴器助成についてでございますが、近年、身体障害者手帳の交付の

対象とならない中等度難聴の高齢者に対して補聴器の購入に関わる助成をすることによって、

日常生活でよりよいコミュニケーション等を支援し、積極的な社会参加を促すとともに、認
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知機能の低下を予防するということで、北海道、それから、東京を中心に助成する自治体も

出てきております。福岡県でも今２市町で助成が始まっておりまして、ただ、助成要件は

様々で、聴力のレベルとか対象年齢、それから、所得制限、助成額など、市町間でもばらつ

きがまだあるようでございます。県内ではまだそういう助成を行っている団体はありません

ので、国、県、それから、各団体の動きをしっかり見て、今後対応をしていきたいというふ

うに思います。 

 すみません、追加で答弁をさせていただきます。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 ありがとうございました。補聴器の補助については佐賀県内ではないということですが、

さっきおっしゃったように、東北のほうでは進んでいるというのを聞いておりました。いろ

いろあると思いますが、ぜひよく協議していただいて、実態を調べていただいて、早急にそ

れが取り組まれるようにお願いをしておきたいと思います。 

 先ほど国民健康保険税のことで御質問いたしておりましたが、ちょうど 後になるところ

で終わりましたが、国とか県とかいろんなことをおっしゃいました。しかし、理屈じゃない

んですよね。保険税が高過ぎるということ、ましてや子供たちにそれがかけられるというこ

と、理屈じゃないんです。ですから、いろいろあると思いますが、そこを何とか鹿島市とし

ては思い切った取組をするために、ぜひ協議を進めて実現させていただくようにお願いして

おきたいと思います。 

 後の質問に入ります。 

 安倍元総理の事件から、旧統一教会と政治の癒着問題が毎日報道されています。多くの国

民の関心を寄せることになりました。これまで旧統一教会により財産をなくす人とか家族が

ばらばらになる人など、被害者がたくさん出ていらっしゃるということが明らかになってお

りますが、被害を受けられた人たちの救済の問題もまた大きな問題として議論がされており

ます。自民党をはじめ、政治との癒着について徹底解明を多くの国民は望むものです。特に

統一教会と日本の政治家の癒着は、共産主義をなくすという一点でつながり続けているとい

うこと、私は日本共産党員として許すことができません。これまで私は60年近く共産党員と

して、また、共産党の議員として活動しております。この間、共産党というだけで差別を受

けたり、反共攻撃を受けてきました。この裏に統一教会の大きな力があったことを感じるこ

の頃です。 

 特に、この佐賀県におきましては、唐津市に旧統一教会との関係とされる日韓トンネルが

あります。日本共産党の井上祐輔県議会議員は、先ほど行われた９月定例県議会において日

韓トンネルについて質問をしておりますが、県は、福岡市で行われた日韓トンネル研究会に
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職員を2011年から2016年にかけて派遣したと答弁をされております。さらに県は、旧統一教

会と日韓トンネル研究会の関係は詳細を把握していないと答弁をされているようです。しか

し、日韓トンネル事業は旧統一教会の関連事業であることは明らかなわけです。 

 お尋ねをしますが、県が2011年から2016年にかけて日韓トンネル研究会に職員の派遣をし

たことを明らかにしておりますが、県内各自治体にもその呼びかけはあっているものと思い

ますが、まず、この参加呼びかけが鹿島市にあったのか、また、あったとするならば鹿島と

して研究会に参加したのかどうかをお尋ねします。 

 皆さんも十分に御存じだと思いますが、鹿島出身の今村雅弘衆議院議員は、今年８月まで

日韓トンネル研究会の顧問だったことがテレビで何度も放映されています。このようなつな

がりもありますので、このつながりがどうであったかということもあると思いますので、特

に関心のあるものです。お答えください。 

○議長（田一美君） 

 山口企画財政課長。 

○企画財政課長（山口徹也君） 

 お答えいたします。 

 議員がおっしゃいます日韓トンネルに関する講演会ということで、県の職員が情報収集の

ために2011年から2016年まで出席をしているということでしたけれども、鹿島市のほうでそ

ういった案内等があったのかということで確認をしておりますが、当時の文書を当たってお

りますが、そういった案内等は来ておりません。また、職員にもそういった会への出席はな

かったことを確認しております。 

○議長（田一美君） 

 14番松尾征子議員。 

○14番（松尾征子君） 

 今、市のほうに文書は来ていないということでおっしゃいましたね。確かに、もう何年に

なるんでしょうね、私も当時、日韓トンネルの文書を議会でも見たような気もするんですよ。

私自身は、その頃も統一教会の問題もいろいろありましたから、気にもしておりませんでし

た。そういうことですから、恐らく市にも行っていたんじゃないかと思いますが、もうその

頃の方たちはいらっしゃらないかも分かりませんが、来ていなかった、行っていないという

ことなら、私はこれをどうするということはありませんけど、そういう形の問題が出たとき

に、やっぱりどこでも旧統一教会との関係とか分からなかったとか、そういう答えばっかり

返ってきているんですね。確かに、日韓トンネルであそこを通って韓国に行くぎというよう

な、そういう思いを寄せた人もあったと思いますよね。だから、話だけでも聞いてみようと

いうことで行くということもあったと思いますが、鹿島市としてそれがなかったということ

なら幸いだと思いますが、今後どういう形でそういう形のものが流れてくるか。 
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 今のような状況になりましたから、そんなには来ないと思いますが、旧統一教会関連を見

ていますと、いろんなグループ、団体、驚くようなのがありますね。特に家庭何とか、家庭

をよくせんといかんとか、そういうのがあるわけですから、私はぜひそういう問題について

は神経をとがらせながら、今の情勢をしっかりと見極めながら取り組んでいただきたいと思

いますが、まだどんな形で来るか分かりませんよね。特に旧統一教会というのが、日本はど

んなことをしてもいいというふうな、結局、日本にいろいろいじめられたので、日本からは

しっかり巻き上げていいというような、極端な話、そういう方針がしっかりとあるわけです

ね。そういう中で、日本国民がいろんな形で献金をさせられたり、そして、ああいう霊感商

法というような、いろんなものを売り歩く。こっちでも経験ありますよね、朝鮮ニンジンだ

とかつぼを買ったというような人もありますし、鹿島にも会員の方がいらして、つまみなん

かを売り歩いていらっしゃる姿も私も何度も見ています。本当にそういう人たちは大学出の

すばらしい人たちが多いんですね。だから、本当にこれからもどうなるか分からないという

ような心配もあるわけですよ。 近もある人から、うちの息子がちょっと関わり合っとるも

んねという言葉も聞きましたが、そういうことがないように、いろんな形でのそういう宣伝

じゃないですけど、お知らせなんかもしながら、鹿島市としても市民の人たちがそういうこ

とに関わりがないようにしなくちゃいけないんじゃないかと思います。 

 信仰なんていうのはそれぞれの自由なわけですから、それをいろいろ言われませんが、

やっていること自体がやっぱり大変なことだし、特に今回の安倍さんの射殺事件にしても、

その関係の人が、家族がばらばらになった、全てがなくなったというような中での行動だっ

たんですよね。それがいいとは言いませんが、そこまで行き詰まらなくてはいけないような

ことが、この旧統一教会の中でそれがあるだけで行われているということをやっぱり許すこ

とができないと思いますので、私たちはしっかりと状況を見詰めていかなくちゃいけないと

思います。 

 そういう問題が起きた頃、私たちも大分旧統一教会の問題では宣伝などもしましたが、

近ちょっと下火になった状況にありましたが、またこれが吹き上がってきたということで、

しかし、背後にはしっかりとその動きが、特に政治家を関して広がっていたということを聞

いてびっくりしました。選挙の応援とか、本当にそんなのまでやっていたのかなと思います

し、ましてや私たちがこれまで攻撃や、それからいろんなこと、差別などされてきた、その

背景にこういうのが動いていたかと思うと本当にぞっとしますよ。しかし、私たちも負けず

にいきまして、幸い共産党は100年を迎えたんですよ、そういうのにも負けずに。これから

も私は頑張っていきたいと思いますし、そういう許すことのできないものとはとことん私も

戦って頑張っていく決意でおりますので、市としてもそういうのに惑わされないで、ぜひ頑

張っていただきたい。一緒に頑張るということを言って、ちょっと早いですが、私の質問を

終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 
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○議長（田一美君） 

 以上で14番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。午後１時25分から再開します。 

午後１時14分 休憩 

午後１時25分 再開 

○議長（田一美君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、６番杉原元博議員。 

 ここで申し上げます。杉原元博議員の一般質問で議場モニター映像の使用を許可します。 

○６番（杉原元博君） 

 皆さんこんにちは。６番議員、杉原元博です。通告に従い、一般質問を行います。 

 安倍元総理大臣の国葬が間もなく行われます。午後２時から開始の予定でございますが、

国葬の実施に当たっては賛成や反対、様々な意見がございました。実施される以上は 後ま

で事件や事故がないように願っております。 

 さて、今年の夏は早過ぎた梅雨明けや地球温暖化などの影響で猛暑日が続き、災害級の暑

さとなりました。長引くコロナ禍と重なり、市民の暮らしにも大きな影響を及ぼしています。

気候変動の影響で毎年のように発生する水害や台風の巨大化、勢力の拡大により、大きな被

害をもたらしています。先日も台風14号が非常に勢力が強くて、九州、そして、日本列島を

横断しました。各地で大きな被害をもたらしております。９月は防災月間であり、また、台

風シーズンでありますので、まだまだ十分注意を払っていきたいと思います。 

 鹿島市においても、近年、豪雨や台風による家屋の倒壊、床上浸水、倒木など、大きな被

害が発生をしました。また、近隣の武雄市や大町町をはじめ、2018年の西日本豪雨、熊本県

地方の2020年の熊本豪雨など、線状降水帯による大きな被害が発生をしております。 

 毎年のように発生する自然災害、国は2021年度から、防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策として、令和７年度までの５年間、重点的かつ集中的に取り組むとされてい

ます。災害時は、まず、自らの身を守る自助が も重要でありますが、災害から命と暮らし

を守る取組に今後ますます力を入れていく必要性があることから、今回、命と暮らしを守る

災害対策について 初に質問をいたします。 

 豪雨災害を引き起こす線状降水帯について、気象庁は今年６月より発生の半日前から予報

する取組を開始しました。線状降水帯は積乱雲が同じ場所で次々と発生し、帯状に連なる現

象で、雲は数時間にわたり停滞をし、集中豪雨をもたらします。線状降水帯による被害を

小限に抑えるため、政府の防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策には半日前の

予測を行うための技術開発などが盛り込まれました。 

 このことを受けて、鹿島市では線状降水帯の予測と警戒呼びかけについてどのように対応
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していかれるのか、１点目にお聞きいたします。 

 次に、大きな２項目めは、利用が広がっている通級指導について質問します。 

 通級指導は、読み書きが苦手だったり、友人とのコミュニケーションがうまく取れないな

ど、そのような児童・生徒がふだんは通常の学級に在籍をしながら、個別の障害の状況に応

じて一部の授業を別室で受けることができる制度です。 

 文部科学省の調査によると、通級指導を利用する子供が年々増えて、障害のある子供に対

する適切な教育支援が広がっています。先般行われました令和３年度決算審査の主要施策の

成果説明書の121ページに記載の教育支援事業で、通級指導教室の設置状況が記載をしてあ

りました。 

 初めに、鹿島市において通級指導を利用している児童・生徒数を各学校別にお聞きします。 

 以上で 初の総括質問を終わります。関連する質問については一問一答で質問してまいり

ますので、答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。白仁田総務課長。 

○総務課長（白仁田和哉君） 

 １項目めの線状降水帯の予測と警戒呼びかけについてお答えをいたします。 

 線状降水帯の予測は、議員おっしゃるとおり、今年６月から気象台から発表がされており

ます。現在の発表は九州北部、南部など広範囲になっており、例えば、対馬で線状降水帯が

発生する可能性が高くなった場合でも、九州北部全域に線状降水帯が発生する可能性がある

と発表されます。また、的中率は約30％と聞いております。そのため、線状降水帯の予測が

発表されたからといって即鹿島市に災害の可能性が高くなったとはいえない状況ですので、

発表を受けて避難指示等の避難情報を市から出せる状況ではないと今のところ考えておりま

す。 

 ただ、気象台からは今後、的中率を上げる努力と発表地域を県単位や市町村単位で出せる

ように努力していくと聞いておりますので、今後、的中率が上がり、市町村単位での発表が

始まれば、避難指示、またはその上の緊急安全確保などの情報を発令するための基準になっ

てくると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 私のほうからは、通級指導を利用している児童・生徒数についてお答えをいたします。 

 平成22年及び令和４年の通級指導教室に関するデータを比較いたしますと、小学校におき

ましては、平成22年の市内の小学校児童数が1,949人いらっしゃいました。このうち51人が
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通級指導教室を利用されておりまして、全体の2.6％となっております。これに対しまして

令和４年の市内の小学校児童数は1,567人、このうち116人、全体の7.4％が利用をされてい

ます。中学校につきましては、平成22年、市内の中学校生徒数が1,018人、このうち８人、

全体の0.8％のお子さんが利用をされています。令和４年、市内の中学校生徒数が746人、こ

のうち38人、全体の5.1％が通級指導教室を利用されておりまして、先ほど御紹介ありまし

たように、増加傾向にあることが見て取れるところです。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 それでは、１項目めの質問であります命と暮らしを守る災害対策について一問一答で質問

をしてまいります。 

 初の総括質問で線状降水帯の予報、予測と警戒呼びかけについて答弁をしていただきま

した。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 間もなく映像が映ると思いますが、こちらの映像は線状降水帯と情報発表のイメージを図

にしております。 

 半日前、約12時間前頃より積乱雲が発生し、列になって次々と発達をしていきます。そし

て、帯状に連なって大きくなり、非常に激しい雨を降らせます。昨今、この線状降水帯が原

因で、各地で豪雨による被害が広がっています。土砂災害や河川の氾濫など、大きな被害を

もたらす要因でもあります。 

 2017年九州北部豪雨の際は、中小河川への水位計の未設置が住民の避難遅れの一因と指摘

をされております。国はこの事態を重く受け止めて、その翌年の2018年から中小河川などへ

水位計の導入が始まりました。これにより、ウェブサイト「川の水位情報」から各地の氾濫

危険水位といった情報が把握できるようになっております。スマートフォンなどで河川の水

位を確認できる危機管理型水位計の設置が進んだと思いますが、鹿島市の設置状況について

お聞きいたします。 

○議長（田一美君） 

 白仁田総務課長。 

○総務課長（白仁田和哉君） 

 危機管理型水位計の設置状況についてお答えいたします。 

 危機管理型水位計は低コストで、これまで水位計のなかった河川など、きめ細やかな水位

把握が必要な河川に普及させ、水位観測網の充実を図る目的で設置された水位計となってお

ります。市内には県設置の水位計が14か所ありますが、そのうち６か所が危機管理型水位計

を設置されています。 
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 なお、この水位計の情報は、先ほど議員が申されたホームページと、ほかに県ホームペー

ジのすい防くんというところで見ることができるようになっております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 スマホなどで氾濫の危険確認ができるようになったこと、また、県のホームページ、すい

坊くんなどで情報の確認、把握ができるとのことでありました。スマホなどをお持ちでない

高齢者の方なども分かるように、防災無線等でもお知らせをしながら、大きな被害が発生す

る前に早めに避難することが重要であります。 

 また、線状降水帯や台風での大雨の影響による土砂災害にも注意が必要です。土砂災害に

は崖崩れ、土石流、地滑りの３種類があります。甚大な被害を引き起こす土砂災害への対処

が重要だと思っております。 

 2014年の広島土砂災害、そして 近では、昨年、2021年７月、熱海市で起きた大規模土砂

災害をはじめ、昨年は国内で967件と、1,000件近く発生をしています。土砂災害防止法の改

正により、土石流や地滑りといった警戒区域の指定が進み、住民に地域の災害リスクを知っ

てもらう環境づくりが前進をしております。 

 鹿島市内で土砂災害が想定される土砂災害警戒区域と、土砂災害警戒区域のうち、建築物

に損害が生じ、住民に著しい被害が発生するおそれのある土砂災害特別警戒区域の指定につ

いて伺います。それぞれ地域ごとに何か所あり、その中で特に注意を要する指定箇所につい

て併せて答弁をお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 御質問にお答えいたします。 

 土砂災害警戒区域、通称イエローゾーンと呼ばれる区域は、鹿島地区17か所、能古見地区

279か所、古枝地区74か所、浜地区21か所、北鹿島地区ゼロか所、七浦地区139か所であり、

市全体の合計は530か所です。 

 この土砂災害警戒区域の中で特に注意を要する土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーン

と呼ばれる区域は、鹿島地区17か所、能古見地区269か所、古枝地区70か所、浜地区21か所、

七浦地区134か所であり、市全体の合計は511か所です。 

 なお、鹿島市においては御質問の中にあった指定箇所というのはございません。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 
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 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。特に能古見地区や七浦地区、そして、古枝地区の山間部に集中していると

いうふうに思います。土砂災害警戒区域が市内全体で530か所ある中で、そのほとんどが

レッドゾーン、いわゆる土砂災害特別警戒区域という答弁でありました。被害が発生するお

それのある区域が非常に多くて、本当に注意が必要であると認識をしております。 

 次に、自力で避難が難しい障害をお持ちの方や高齢者等、いわゆる災害弱者の方を対象に、

各人の個別避難計画を作成する自治体が増えております。昨年５月に施行された改正災害対

策基本法は同計画の作成を自治体の努力義務とし、作成済み、一部作成済みを合わせた自治

体は７割に上っています。 

 この鹿島市の個別避難計画の作成状況についてお尋ねいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 鹿島市の個別避難計画について御説明いたします。 

 避難行動要支援者の個別避難計画は、災害対策基本法第49条の14第３項により、本人の氏

名、住所、電話番号などの基本情報に加え、避難を支援する人や避難場所、避難経路等に関

する事項を記載するようになっております。その作成は努力義務となっております。 

 鹿島市では法に基づき、自身の個人情報の事前提供に同意をされた避難行動要支援者につ

いて、基本情報プラスかかりつけ医や避難時に持参するものなどを記載した個別避難計画を

作成しております。この台帳を区長や民生委員の方に配付を行っております。よって、鹿島

市は個別避難計画一部作成済自治体となります。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 今答弁をいただきました個別避難計画の作成済みと一部作成済みの違いについて、もう少

し詳しく説明をしていただきたいと思います。 

 それと、鹿島市がどうして一部作成済自治体になるのかの答弁も併せてお願いいたします。 

○議長（田一美君） 

 広瀬保険健康課長。 

○保険健康課長（広瀬義樹君） 

 お答えいたします。 

 なぜ一部作成済みの自治体なのかというふうな御質問です。 
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 鹿島市においては、個別避難計画の記載に必要とされている要支援者の氏名、生年月日、

性別、住所または居所、電話番号その他の連絡先、避難支援を必要とする事由に加えまして、

かかりつけ医や避難時に持参するものなどを記載した個別避難計画を作成しておりますが、

避難を支援する実施者の名前、住所及び電話番号や連絡先、避難場所及び避難経路に関する

事項の記載がないため、個別避難計画一部作成済みの自治体となります。 

 個別避難計画では、避難を支援する実施者について、避難行動要支援者の方が自ら数名の

支援者を決めていただくことになりますが、依頼する側、される側も心理的負担を負うこと

や、障害者等であることを知られたくないという方もいらっしゃいます。また、鹿島市では

避難経路については、個人個人の避難場所を定めておらず、また、災害の種類によって開設

する避難場所や避難経路も変わる場合があるため、避難経路については現在のところ記載し

ておりません。このため、個別避難計画には避難行動要支援者の自宅の位置及び周辺地図を

掲載し、地区の方が事前に確認できるようにしております。 

 個別避難計画策定については課題もありますが、できる限り国が示す計画に近づけるよう、

関係部署と協力しながら作成に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。 

 そしたら次に、マイ・タイムラインについて質問をします。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 このマイ・タイムラインですが、この映像に映っておりますマイ・タイムラインは台風接

近のときの例です。 

 ３日前の情報収集、持ち出し品の確認、準備や携帯電話の充電、そして、２日前から半日

前の避難準備と避難までのマイ・タイムラインのイメージ図になります。 

 台風や大雨に備え、個人の避難行動計画を時系列で決めておく、このようなマイ・タイム

ライン作成を後押しする自治体が増えており、国土交通省などが逃げ遅れゼロを目標に作成

を推奨しております。災害時は自らの身を守る自助が も重要になることから、マイ・タイ

ムラインの普及が大切であると考えます。 

 鹿島市は今後、マイ・タイムラインの作成とその後押しをどのように考え推奨していく予

定なのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田一美君） 

 白仁田総務課長。 

○総務課長（白仁田和哉君） 
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 お答えします。 

 マイ・タイムラインの作成の推進につきましては、今年３月に佐賀県の地域防災計画に記

載され、鹿島市においても５月の鹿島市地域防災計画の改正で推進していく旨を記載したと

ころです。 

 今後、先進事例等を参考に鹿島市の状況に合った内容に整理したものを、自主防災組織の

訓練や研修、出前講座等の勉強会などで紹介していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 このマイ・タイムラインの研修、出前講座等を実施されるということでしたので、ぜひよ

ろしくお願いします。しっかり市民の皆さんへの周知に努めていただきたいというふうに

思っております。 

 この質問の 後になりますが、国の防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策を

受けての鹿島市の対応について、まず、担当課にお聞きいたします。 

 今年は梅雨時期が極めて短く、記録的な猛暑で、暮らしにも大きな影響を及ぼしました。

高気圧の強まりと地球温暖化の影響もあり、近年の夏の暑さや線状降水帯による集中豪雨と

気候のパターンが従来とはかなり違ってきております。この災害級の集中豪雨や猛暑など、

根本の要因となる気候変動への対策を、続けて松尾市長にお聞きいたします。 

○議長（田一美君） 

 白仁田総務課長。 

○総務課長（白仁田和哉君） 

 国の防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の対応状況について、計画の取り

まとめをしております総務課でまとめてお答えをいたします。 

 各課で実施している事業のうち、国土強靱化計画に該当している事業は92事業あり、その

中で加速化対策に該当する事業は22事業となっております。 

 具体的には、農林水産課では漁港施設ストックマネジメント事業や地域農業水利施設ス

トックマネジメント事業、ため池の耐震強度や雨量耐性の調査などです。都市建設課では市

営住宅の長寿命化計画に基づく修繕など、環境下水道課では南舟津雨水ポンプ場建設、教育

総務課では学校施設大規模改修改造事業などが該当することとなっております。 

 なお、加速化対策に該当するかどうかの 終判断は、そのときの国の予算執行状況等を見

ながら国が判断されております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 
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 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 杉原議員の気候変動へのこれからの対策ということで私のほうから答弁をいたします。 

 基本的には、５月に改正をいたしました鹿島市地域防災計画にのっとって行動を策定いた

しております。先ほど議員おっしゃったように、地球温暖化によっていろんな気候変動が今

起きております。線状降水帯もその一つだというふうに思っておりますので、これらの地球

温暖化を含めて気候変動の状況を把握、分析しておく、そのことがまず第一に必要だという

ふうに思っております。その分析によって、この鹿島地区で予測される災害はどのように変

わっていくのか、そのこともやはりちゃんと把握をしておかなければいけないというふうに

思っておるところです。 

 ２点目が、災害が起きる前の事前対策です。議員おっしゃったように、人命第一、避難計

画の再検討が必要だというふうに私は思っております。災害ごとにいろいろ違いがあります

ので、その災害ごとに細やかに計画の再検討を行っていくことも必要だというふうに思いま

す。 

 具体的には、個別の避難計画、先ほど議員がおっしゃったマイ・タイムラインの作成、そ

してもう一つは、自主防災組織が市内各地区に設置をされておりますが、現在のところ、コ

ロナ禍ということでなかなかその活動ができない状況になっております。やはり災害が起き

たときには、区長さんとか民生委員さんとか消防団とか一緒になって、この自主防災組織の

活動というものが非常に重要になってくるというふうに思っておりますので、ここら辺の充

実を図っていかなければいけないと思います。 

 それから、先ほどもありましたが、ハード面の整備です。鹿島市には排水機場がたくさん

あります。都市排水と農業用集落排水、これの整備、強化、増強をやはり今後行っていかな

ければいけないというふうに思っておりますので、そのこともこれからの検討課題であると

思っております。 

 それから、何といっても発災時の対応ですね。情報の発信です。市民の皆さん方に避難を

呼びかける、そういう情報を的確に発信していく、このこともやはり必要ではないかという

ふうに思っております。 

 せんだって、首長として取るべき行動ということで国の防災関係のほうから、首長が発災

時にどのような行動を取ればいいのかということの研修をタイムライン、オンラインで受け

ました。そういうことも参考にしながら、これからの防災の在り方、それから、皆さん方の

計画、そういうものに生かしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 
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○６番（杉原元博君） 

 詳しく答弁していただきありがとうございます。 

 そしたら、以上で命と暮らしを守る災害対策については質問を終わります。 

 特に、この災害対策については庁舎内での横の連携も極めて重要かと思っております。先

ほど総務課長の答弁でもありましたように、農林水産課とか都市建設課、いろんな課にまた

がっております。そういったところでしっかり横の連携を取りながら、迅速な対応、また、

情報の把握等に努めていただきたいというふうに思っております。 

 そしたら、大きな２項目めの質問であります利用が広がっている通級指導について一問一

答で質問をしてまいります。 

 初に、通級指導を利用している児童と生徒の数を各学校別に答弁していただきました。

私たちが子供の頃は、通級指導は行われていませんでした。地域や学校によって異なると思

いますが、今からおよそ20年以上前、あるいは30年前頃から始まってきたのではないでしょ

うか。多様化する子供たちへ寄り添った対応、通級指導の充実をめぐっては、政治がこれま

で強力に推進してきたとも言えると思います。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 今映っております映像ですが、こちらのグラフですね。これは全国で通級指導を受けてい

る児童・生徒数の推移です。文科省によると、この10年間で義務教育段階の子供の数が１割

減少する中、通級指導を受ける児童・生徒数は年々増加し、およそ2.7倍まで拡大している

のが分かります。 

 この背景には、発達障害のある子供の数の増加や、通級指導に関する理解や認識が高まっ

たことがあると見られています。事前に頂いていた資料や 初の総括質問の答弁でもありま

したように、鹿島市の状況も全国の状況とほぼ同様のことが言えると思います。特に、中学

生の通級指導教室利用が12年前のおよそ５倍と大幅に増えているとの答弁でありました。 

 次に、この通級指導を利用している子供の障害種別と利用頻度についてお伺いいたします。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど総括質問のところで、中学校、小学校別ということでお答えをさせていただきまし

たけれども、各学校ごとということで再度お答えをさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 令和４年度に関しましてですけれども、通級指導教室に通われているお子さんですが、北

鹿島小学校で８人、鹿島小学校で40人、明倫小学校で28人、能古見小学校で３人、古枝小学

校で18人、浜小学校で12人、七浦小学校で７人、小学生の合計が116人となっています。中

学校ですけれども、西部中学校が20人、東部中学校が18人、中学生の合計が38人ということ
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になっております。 

 それでは、通級指導教室を利用する子供の障害種別と利用頻度についてということでお答

えをいたします。 

 障害の種別についてですが、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害と言わ

れるＬＤ、それから、注意欠陥多動性障害という診断名にもなりますが、ＡＤＨＤ、このよ

うな障害を持った方、そのほか肢体不自由であったり、病弱であったり、身体虚弱といった

ような障害の種別がございます。鹿島市の通級教室では小学校４校で６教室、中学校２校で

２教室を設置しているところでございます。 

 利用頻度ですけれども、学校教育法施行規則の規定による文科省の規定では、１人当たり

年間35単位時間から280単位時間以内の範囲とされているところですけれども、実際には１

人当たり週に１時間から多くても２時間、年間でいいますと、35単位時間から70単位時間程

度を通級教室において授業を受けていらっしゃる状況になります。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。 

 先般、鹿島小学校に通級指導の様子を視察に行きました。鹿島小学校では、ことばの教室

が２つ、まなびの教室が１つあります。教室の中で通級指導があっておりましたので、中に

は入らず、外から映しております。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 こちらは、ことばの教室の①ですね。それから、こちらがことばの教室②になります。鹿

島小学校では、ことばの教室が２教室。 

 そして、ちょっと見にくいんですが、こちらがまなびの教室ということになります。 

 こちらに映っていますように、ことばの教室の入り口には、ちょっと見にくいかと思いま

すが、「前向きに生きて人生を楽しもう」とか、「信じるもののために立ちあがろう」とか、

「もしいじめられたら先生に知らせよう」などの言葉が貼ってありました。 

 それから、奧のほうにはプレイルームというのがあります。「楽しさいっぱい やさしさ

いっぱい」というふうに貼ってあります。 

 こちらがそのプレイルームの中の映像です。卓球台などがあり、運動や遊び、ゲームなど

ができるスペースです。 

 遊びのルールとして、「お願いします、ありがとうございました等のあいさつをする」、

「ゲームに負けてもおこらない」などと紙が貼ってあります。 

 先ほど答弁にもありましたように、対象の子供たちは週に１時間から２時間程度通級指導

を受けているようです。ことばの教室は鹿島小学校のみで、他の学校の子供たちは鹿島小学
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校に通っているということです。また、まなびの教室は、鹿島、明倫、古枝、浜小学校にあ

り、それ以外の小学校の児童はそれぞれ通っているとのことでした。実際に現場を視察した

中で校長先生からも説明を受けましたが、適切な教育支援が広がっていると感じる一方で、

課題も多いのではないかと思います。この現状の課題についてお聞きいたします。 

○議長（田一美君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 それでは、現状の課題についてお答えをいたします。 

 現在、通級指導教室の設置につきましては、国の予算配分に基づきまして県の裁量で加配

教員を各市町に配置しているところです。予算の範囲がありまして、市町の教育委員会から

の加配教員の増員に対する要望どおりにはなっておりませんで、全ての学校に通級指導教室

が設置できていないことなどが課題となっております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 文部科学省は今年５月に専門家会議を立ち上げ、通級指導の制度拡充への議論を加速して

いるようであります。今後もますます通級指導の利用者が増え、ニーズも多様化すると思わ

れますが、通級指導のさらなる充実に向けてどのように考えておられるのか、教育長にお聞

きいたします。 

○議長（田一美君） 

 中村教育長。 

○教育長（中村和彦君） 

 お答えいたします。 

 特別支援教育、その中でも今回通級指導ということで御質問いただきました。ありがとう

ございます。 

 現在の学校教育の中で特別支援教育、そして、この通級指導は非常に重要な位置を占めて

おります。児童・生徒のニーズをしっかり把握し、やはり指導の個別化をやっていかなけれ

ばいけないと。特に一人一人の子供たちが持っている力を高めて、生活や学習上の困難さを

改善していくことは、非常に私たち、今学校教育の中でやっていかなければならないことだ

と思っております。そのためには、先ほどいろんな設置の学級数とか、あるいは通級をして

いる児童・生徒数がありましたけれども、まず１つ目は、やはりこの通級指導教室のニーズ

がありますので、新設の学級を増やしていくというのが今一番私たちがやらなければいけな

いことだと思っております。 

 ただし、鹿島市はこの制度が平成５年度に始まりました。そのときに既に２教室設置をし
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ておりました。非常に早く取り組んで、現在８教室がございます。今、県内全体でもまだ91

教室しかございません。20市町で一番多いのが佐賀市の13教室、次が私たち鹿島市とか、あ

るいは唐津市、鳥栖市あたりが８教室ということで、児童・生徒数、県内全体で鹿島市は

3.5％ですけれども、先ほどの設置学級数91教室の中の８教室、8.8％ですので、非常に割合

としては高い通級指導教室の設置数だと思っております。しかし、まだまだニーズがありま

すので、設置の割合が高いといっても、まだ鹿島市に必要であるということをこれからも県

教委にお願いしていくということが大切だと思っております。 

 ２つ目は、やはり指導者の指導力向上の問題ですね。この通級教室というのはいろんな指

導技術が高くないといけないところがありますので、以前は毎月１回、研究会があっており

ましたけれども、 近は働き方改革のこともあって、月に２回程度、この担当者の研修会が

あっております。そういった研修の機会を確保して指導力の向上を図ることが子供たちの

ニーズに応えていくことだと思っております。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 ありがとうございます。児童や生徒の多様性に伴い、通級指導の重要性は今後さらに高

まっていくと思います。 

 教員の確保についての通告をしていましたが、教職員の定数について、通級指導の観点か

らお尋ねをいたします。 

 加配教職員定数は、習熟度別指導のための少人数指導の実施、また、いじめや不登校など

への対応など学校が個々に抱える課題解決のために、学級担任等の基本的な教職員定数であ

る基礎定数とは別に、毎年度の予算範囲内で措置をしているものであります。なかなか分か

りづらいというか、よく分からないところがありますが、国は都道府県等から提出された申

請を受けて、加配の類型ごとに総数を配分するとあります。 

 私がお聞きしたいのは、2016年度までは通級指導の担当教員数は加配定数の一部だったの

が、2017年度からは基礎定数に組み込んであります。このことが通級指導の上で画期的なこ

となのか、また、今後計画的に増員される見通しなのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田一美君） 

 中村教育長。 

○教育長（中村和彦君） 

 お答えいたします。 

 まず、基礎定数というのは、教職員定数のうち、学級数とか児童・生徒数に応じて機械的

に算定をされるものであります。先ほど御質問にございましたように、そのほか加配といっ

てプラスアルファ、例えば、指導方法改善加配とか、あるいは不登校対策加配とか、いろん
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な加配がございます。 

 議員おっしゃったように、平成29年度の法改正によりまして教職員の基礎定数の改善が行

われ、通級による指導のための基礎定数、大体児童・生徒13名に１人ですね、これが新設を

されたところです。 

 しかし、これは平成29年度からさっとそれができたかというと、そうではなくて、10年間

で完了するというような感じですので、毎年、平成29年度から10％ずつ基礎定数として増え

ていくと。ですから、現在６年目ですので、60％が基礎定数、その他加配でほかの40％とい

う感じなんですけれども、佐賀県では今のところ全てを加配とみなして各市町の学校に配当

をしているところです。 

 ですから、基礎定数が画期的かと言われれば、そうだろうなと、10年後にきちっと基礎定

数が増える。ただ、我々は一つ一つの学校の学級13人以上と考えるんですけれども、国は県

全体として総数を13人で算定しているような状況ですので、なかなか毎年増えていかないと。

ここ一、二年も１学級か２学級しか毎年増えていかないというような実態です。 

 ですから、私たち市町の教育長は県教委に対して、県独自の予算ででももう少し増やして

いただきたいというようなことを随時お願いしているところでございます。 

○議長（田一美君） 

 ６番杉原元博議員。 

○６番（杉原元博君） 

 分かりました。教育長、ぜひよろしくお願いいたします。 

 この少子・高齢化の波は年々深刻さを増してきております。人口はどんどん減少し、未来

を担う子供たちの数は減ってきております。私が学生時代に読んだ本の中で印象深かった一

冊に、石川達三の「人間の壁 上・中・下」というのがあります。この本は佐賀県が舞台で

あり、教職員組合の大規模人員削減との戦いで、市から退職を求められた小学校の若い女性

教員を軸に、家庭、教室、学校、社会の諸問題にさらされながら格闘を続ける教員を描いた

ものです。 

 教育は、子供たちを悪い遊びから遠ざけることではなく、むしろ逆に悪い遊びの中でそう

いう遊びを通して自己反省を育てること、幼い良心を育てること、道徳の芽を伸ばしてやる

ことでなくてはならない。また、教師という仕事は下積みの仕事だけれども、私たちのやっ

ていることは日本の未来を握っていると思うなどと、ほかにもたくさんいろんなことを登場

人物である教員たちが言っています。ここには教職員の生の声があるのではないかと感じま

した。 

 今回この質問をする上で、通級指導についていろいろと調べてきました。通級指導に限ら

ず、特別支援学級や特別支援学校といった特別支援教育は大変奧が深いと感じる一方で、早

い段階から始めないといけないとも思いました。子供たちが安心してよりよい教育を受けら



- 177 – 

鹿島市議会会議録 

れる環境、そして、教職員定数の問題など、国と自治体が協力し、教育現場の要望をしっか

り捉えて、また、伝えられればというふうに思っております。 

 今回は少し時間が残っておりますが、この問題はもうちょっと深掘りして質問をしていき

たいと思いますので、残り時間では時間が不足しますので、次回の質問に回していきたいと

思います。 

 その主な内容は、先ほど現状の課題の中にもありましたが、本来通級指導などの支援を受

ける必要のある子供たちが現在受けていないという、実際そのような状況があると思います。

それは家庭環境だったり、今核家族も増えております。若いお父さん、お母さんが共働きで、

通級指導に送り迎えができないとかという問題もあるかと思います。そのようないろんな事

情があって、実際に通級指導を受けるべき児童や生徒が受けていない現状について。それか

ら、先ほど教育長のほうから答弁がありましたが、鹿島市は今、県内でも通級学級は多いと

いうことでしたが、これが教員の配置の問題、あるいは他の市町との比較についてももう

ちょっとお聞きしていきたいと思います。ほかの市町では、例えば、教員が掛け持って小学

校を回っているというふうなこともあるかと思います。いわゆる巡回ですとか兼務辞令につ

いて、この辺のところも聞いていきたいと思っております。それから、中学校の通級指導に

ついては今回あまり触れられませんでしたので、その辺のところもまた触れていきたいと思

います。 

 とにかく子供たちの教育というのは、やはり将来を担う、未来のある子供たちであります。

鹿島市の宝であります。しっかり私たち大人が、そして、行政が、政治がしっかり支えて、

子供たちを後押ししていきたいと思っておりますので、またの機会に質問をさせていただき

たいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（田一美君） 

 以上で６番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩します。午後２時40分から再開します。 

午後２時28分 休憩 

午後２時40分 再開 

○議長（田一美君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、３番笠継健吾議員。 

 ここで申し上げます。笠継健吾議員の一般質問で議場モニター映像の使用を許可します。 

○３番（笠継健吾君） 

 皆さんこんにちは。３番議員、笠継健吾です。今日は 後の４番目の質問者ということで、

皆さん、頑張ってよろしくお願いします。 
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 それでは、松尾議員も先ほどお話をされましたが、先週23日、特急かささぎが、幸運を運

ぶ名の下、肥前鹿島－博多間の運行を開始しました。私もこのときに行っておりまして、か

ささぎ上り一番列車、６時39分に乗りました。そして、博多まで行って10分ぐらいの間隔を

置いて、かささぎ下り一番列車に乗りました。そして、帰ってまいったわけでございますが、

私は笠継でありまして、かささぎにちょっと似たような感じがいたします。鹿島に幸運が

やってくるように、私もしっかり頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 それから、９月８日に佐賀県は、有明海沿岸道路福富－鹿島間の鹿島寄りの一部ルートを

近く関係者に提示するということを明らかにいたしました。そして、山口県知事は、一日で

も早く福富－鹿島間がつながるよう努力すると土井県会議員の一般質問に答えられておりま

す。 

 それでは、このような中で、鹿島の活性化の観点から２点、そして、地域の困られている

点について１点、合わせて３問の質問をいたしたいと思います。 

 １つ目の質問は、鹿島の活性化の観点より、新工業団地の取組はどうなっているか、お答

えください。 

 また、現在の工業団地の状況も教えてください。 

 次に２つ目について、これは未婚、晩婚化についてであります。 

 このことは日本全体の社会現象であり、これは長引く経済の不況により雇用形態が不安定

となり、就職にも影響し、そのことが未婚、晩婚化の大きな要因となっております。就職氷

河期の人たちの現在の年齢は30歳後半から50歳前半の方たちと言われます。この方たちがそ

ういった就職難ということで今まで非常に悩んでおられることであります。 

 質問をいたします。鹿島市の40歳から59歳までの未婚の状況を教えてください。 

 ３つ目の質問です。市道上のかぶり木の問題でございます。これについては、鹿島は自然

が豊かな住みよいまちと言われております。しかしながら、緑の木は大きくなり、支障を来

して景観が悪くなっている問題も地区によって多々ございます。 

 質問をいたします。地区より市道上のかぶり木の問題で相談が何か所ほどあっております

か。 

 以上、３点を総括質問といたします。 

 あとは一問一答でよろしくお願いします。 

○議長（田一美君） 

 執行部の答弁を求めます。山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 それでは、商工観光課のほうから、１つ目の御質問、新工業団地の取組はどうか、また、

現在の工業団地の状況ということに対してお答えをいたします。 
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 現状の工場団地につきましては、市内に３つの工場団地がございます。それぞれの規模、

また、市が造成いたしました工業用地周辺を含めた企業数の御紹介をいたします。 

 浜工場団地で6.2ヘクタール、４社、大村方工場団地13ヘクタール、22社、谷田工場団地

13ヘクタール、４社となってございます。分譲可能用地の残りはございません。 

 また、新工業団地の取組状況につきましては、平成29年度に川島金属株式会社様の誘致に

よりまして分譲が完了し、これにより製造系の企業向け用地がゼロとなってございます。こ

のため、令和元年度に新工業団地適地調査を実施し、令和２年度には開発規模や事業化に向

けた可能性などを検討するため庁内で検討委員会を立ち上げ、適地調査を基に絞り込んだ候

補地の優先順位づけを行ったところです。しかしながら、事業化に向けた実現可能性、また

整備スケジュール等の具体的な検討までは至っていない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 福祉課からは、２つ目の御質問、鹿島市の40代、50代の未婚化、あるいは晩婚化の状況に

ついてお答えしたいと思います。 

 まず、鹿島市の未婚化の状況についてですが、令和２年の国勢調査によります人口等基本

集計の未婚率データというのがありますので、それによって説明をしたいと思います。 

 また、未婚者数につきましては、国勢調査の未婚率のデータを活用しまして、令和２年住

民基本台帳の鹿島市人口データにより、40代、50代の男性、女性の未婚者数を試算いたしま

した。 

 まず、40代男性ですが、人口が1,616人のうち、未婚率は23.5％でございまして、未婚者

数は379人と試算をしております。また、40代女性につきましては、人口1,710人のうち、未

婚率は18.8％で、未婚者数は321人でございます。次に、50代男性ですが、人口1,741人のう

ち、未婚率は19％でございまして、未婚者数は330人でございます。 後に、50代女性は人

口1,807人のうち、未婚率は11％で、未婚者数は198人と試算をしております。 

 40代、50代が中心の質問でしたが、晩婚化ということで、晩婚化の状況についても申し上

げたいと思います。 

 これについては、総務省統計局の平均初婚年齢、初めて結婚した年齢の推移につきまして、

鹿島市のデータを説明したいと思います。 

 まず、平成12年では男性28歳、女性が26.5歳であるのに対しまして、平成25年度は男性

28.9歳、女性が28.3歳、それから、令和元年度につきましては、男性30.1歳、女性が28.3歳

となっており、調査年によってばらつきはございますが、データの結果からも年々晩婚化が

進んでおるということでございます。 
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 また、50歳になった時点で一度も結婚したことのない人の割合を示す生涯未婚率というの

もございまして、この生涯未婚率につきましては、鹿島市の状況なんですが、男性が24.2％、

女性は14.2％となっておりまして、全国の割合が男性28.3％、女性が17.8％よりも鹿島市と

しては低い割合になっているということでございます。 

 鹿島市の未婚化、晩婚化の状況といたしましては以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 都市建設課のほうからは、３番、市道上のかぶり木の除去についてお答えをいたします。 

 市道に木が覆いかぶさっている問題につきましては、全部とは言いませんが、そのほとん

どが民有地から市道のほうに樹木の枝が覆いかぶさっている状態です。この場合、民法233

条の規定に伴い、はみ出された隣地の所有者は勝手に樹木の枝を切ることができません。た

だ、市道においては、道路法43条に基づき、安全確保のため通行の支障になっている部分を

市の作業員が直営で伐採することがあります。 

 御質問の地区から市への対応要請はあるか、あるとすれば何か所程度かについて回答いた

します。 

 かぶり木については、そのほとんどは民有地の所有者、または区の公役のほうで対応して

もらっております。今年度、市のほうへ対応要請があっているのは、能古見地区から２件、

市道立馬場線及び市道若殿分～諸干線の能古見小学校周辺の通学路に関して対応要請があっ

ております。これに対しまして市は、６月に法で許されている市道にはみ出した部分を直営

で伐採していますが、またすぐに伸びてきましたので、市道立馬場線につきましては、８月

に能古見小学校ＰＴＡ様が再度伐採されたと聞いております。昨年度、令和３年度につきま

しては、能古見地区で２件、浜地区で１件、古枝地区で１件のかぶり木除去の対応要請が地

元からありましたので、これも市道にはみ出している部分を直営で伐採いたしております。 

 なお、民法233条に関しましては、令和５年４月１日に改正内容が施行されますので申し

添えます。 

 これまで隣接地の民間の所有者は、自分の土地にはみ出してきた樹木の枝を伐採すること

はできなかったのですが、改正後は、所有者に対して所定の通知をすることなどで、隣接地

の所有者が、はみ出してきた部分だけではありますが、その樹木の枝を自分で伐採できるよ

うになることを申し添えて、回答とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 
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 それでは、新工業団地の取組について、鹿島市の答えとして、３か所の候補地を見つけて

いると。それで、順位を１番から３番までつけて候補地を売っているというような答えがあ

りました。そして、これは候補地を決めてから今まで新工業団地の取組があっていないよう

ですけれども、進んでいない、その理由は何でしょうか。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 新工業団地の整備が進んでいないのはなぜかというお答えですけれども、新型コロナウイ

ルス感染症の影響、また、ウクライナ情勢、物価・原油高騰など、これまでと経済情勢が大

きく変化をしておりまして、企業の経営環境に与える影響も長期化しております。このため、

今後の企業の設備投資の動向がどうなっていくか、なかなか判断がしづらいところがありま

す。このため、先ほど申し上げましたけれども、候補地の優先順位づけまでは終わっている

ものの、事業化に向けた実現可能性、整備等のスケジュールについては検討まで至っていな

いという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 理由としては、コロナ、ウクライナ、３年ぐらい、そういった状況が、コロナが続いてい

ます。その間の中で、果たして造成しても企業がさっさ来るやろうかというふうなところが

理由ということでおっしゃられましたが、鹿島市民は、鹿島の将来、５年、10年先の将来が、

展望が見えないということを非常に聞くんですよ。何のあっとやろうかと。そういうことを

聞く中で、一番手につけやすいというのは、つけやすいというか、七次計画の中でも、勤め

先が少ない、これはアンケートの３番目に上がっていました。35％ぐらいやったですかね。 

 そういった状況の中で、何をやるべきかということを考えた場合、鹿島の将来、この工業

団地の取組はどれぐらい期間がかかるのか、そういったことを考えると、手をつけんばいか

んとやなかですかというふうに思うわけですよ。そういったことで、取りあえずは用地取得

の期間など、どれほどの期間を想定しているか教えてください。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 整備する場合、用地取得を含めて期間がどれくらいかかるかという御質問に対してお答え

をいたします。 
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 先ほども申し上げましたが、今現在、具体的なスケジュールというものがございませんで、

過去の事例を参考にいたしますと、用地取得、設計業務、造成工事などで約３年から長くて

６年程度、今はもっとかかるかも分かりませんが、その程度の期間は必要であると思われま

す。整備期間に幅がありますのは、整備箇所が農地法や都市計画法などの法適用条件地域か

どうか、そういったところで必要な法手続に所定の期間を要することと、また、一番が地元

の合意形成、所有者との用地交渉なども一定の期間を要することが考えられます。 

 参考までに、これまでの市内の工場団地の状況で申しますと、大村方工場団地では分譲開

始まで６年、谷田工場団地では分譲開始まで約３年ということで期間がかかっております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 用地取得で３年ぐらい、造成まで含めれば６年ぐらいかかりますと。それから企業が入っ

てくるというようなことになれば10年。10年たったら時代が変わっていますね。なので、

早々に手をつけにゃいかんというふうに思いますが、この用地取得の広さとかは先ほど申さ

れましたですかね。金額、造成まで含めたような感じになるでしょうかね。 

 それと、土地は分譲と思いますが、賃貸もあるか、そこら辺を教えてもらっていいですか。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 工業団地を整備する場合、用地取得または整備などで多額の事業費がかかります。その費

用全部または一部を分譲地の売却収入で補うこととなります。そのため、分譲地は売却する

のかどうかという御質問ですけれども、基本的には売却が基本と考えております。 

 しかしながら、社会情勢、または誘致企業様との条件等の話合いによりまして、その他

リースの場合とか、その他の可能性もあり得ると考えております。 

 また、用地の広さ、また、金額はという御質問ですけれども、具体的な数値まではただい

まございませんので、これも市内の工場団地の状況を御紹介させていただきますと、大村方

工場団地で面積が16ヘクタール（185ページで訂正）、総事業費19億円、谷田工場団地では

同じく面積16ヘクタール（185ページで訂正）で、総事業費が1,850,000千円となっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 
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○３番（笠継健吾君） 

 用地の広さ、金額はどれぐらい想定しているか、土地は分譲かと、そういったところでの

答えは、大村方で16ヘクタール、19億円かかったと。16ヘクタールというと、１ヘクタール

が300坪ぐらいですかね。５万坪ぐらいの広さがあると。当初いただいた資料から見ると、

そこに22の企業が入っているということですよね。この22の企業がさっと入ればいいけど、

ぼちぼち入ってくるというような感覚にもなるかと思いますが、造成をしながら、造成の済

んだところに入ってきているともあるかと思いますが、それにしても造成が６年過ぎて済ん

で、そして、かれこれしよれば10年かかると。10年というと10歳年ば取るわけですよ。それ

で、そういう長い期間がかかることに対して、やはり早く決めてやらないと、企業の入ると

きは15年先ぐらいになっとやなかですかね。金額がやはり相当かかると、19億円。というこ

とになれば、企業の入らんぎんた、その造成費用は取り戻せないよと。これは起債を起こし

てお金を借る、金利を払わにゃいかん、そしたら、今の時代でいえば１％、19億円やったら

19,000千円も毎年払わんばいかんということになりますよね。 

 しかし、今現在の分譲を見てみれば、できたからよかったというふうに思えるわけですよ。

そして、これは前向きなお金なんですよ。鹿島市民が望んでいる、将来の展望が見えてくる、

そして、そこに企業が入れば固定資産税等の税金が入る。そして、若い人たちの転出状況が

多いというふうな、前回、議会でありました。転出、転入の状況の差は、毎年40人から70人

転出が多い。去年は110人多いんですよ。 

 そういった状況の中で、鹿島の活性化を考えれば、まず、そこを止めなければいけない。

七次計画もそういったスタンスでつくってあるわけですよ。そして、鹿島の活性化を図りま

しょうと。そしたら、どうやって鹿島の活性化を図るかというと、ここら辺があるわけです

よ。ですから、金はかかるけど、やらんと今の状態が続いていくということですから、そこ

ら辺を考えてよろしくお願いします。 

 有明沿岸道路も福富－鹿島間、山口県知事は一日でも早くつながるように努力するという

ことを口で言っていらっしゃいます。さすがと思いますよ。要は言って、それを一生懸命や

るということですね。 

 しかし、その道路はできたけど、要望をしているけど、そういった鹿島の企業を呼び込む

ようなところが何も手をつけていない。道路は一生懸命呼んでいるけど、鹿島は、自分たち

はどうしよるとかと、そういうふうに思いますよ。なので、こういうことはやっぱり大変で

すけど、きちんとしていかんばいかんというふうに思います。 

 それでは、この件について市長はどういうお考えか、よろしくお願いします。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 
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 工業団地の造成について、どう考えているかということで御質問でございます。 

 先ほどありましたように、今は工業団地がなくなって、新規に造らなければ工業団地はあ

りません。今話があったように、候補地を絞り込んでいますが、その先が進んでいないとい

う状況です。工業団地を造るに当たっては、経済状況を見ながら、企業の引き合いがどうで

あるのか、あるいはさっきおっしゃったような多額のお金がかかります。だけん、投資余力、

鹿島市にどれくらいあるのか、そこら辺を判断してどうするかということを決めなければい

けないというふうに思っております。 

 さっきおっしゃったように、レディーメード、ちゃんと準備をして企業に来てくださいと

いうやり方と、もう一つはオーダーメード、来るからどこかないですかというやり方がある

んですけど、オーダーメードでやれば、申し込んでから、こっちに来たいけど、どうですか

と言ってから造成するのにまたかなりの時間がかかります。そういうことをいろいろ鑑みな

がら、第七次の総合計画にも新しい工業団地の造成については検討をしていくということで

しておりますし、もう一つは、市の施設の老朽化したものをどうするかというのも併せて考

えていかなければならないし、その他の施設についてもちょっと今考える状況になってきて

おります。やはり工業団地ということであれば、ある一定規模の場所が必要ですので、そこ

ら辺の利用実態、一番皆さん方がここはいいねと言えるような場所を設定しなければいけな

いということですので、今からそのことについても検討していく段階にあるというふうに

思っているところです。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 いわゆる実態的にやろうというふうに考えたときに、資金的な投資余力があるかどうか、

そういったものも必要だとは思います。 

 しかし、要はやらんばいかんというふうな気持ちをしっかり持っとって、そしてやらんば

いかんけど、市庁舎とかあるけん、しよんなかねというところは分かるんですよ。なので、

それならそれらしくきちんと投資余力を計算して、こういうことだからここをせんばいかん

というふうなところをきちんと分かるようにしないと、そういった企業誘致を図って将来の

鹿島をよくしていかにゃいかんのに、どっちか分からんような状態であるというふうな感じ

もしますが、そこら辺をよろしくお願いしておきます。そこだと思います。そこをしなけれ

ば、どっちをするか分からんというふうな感じですよね。 

 しかし、第七次計画を見てみれば、それを達成するためにはそういったことが必要である

ということもありますので、前向きに考えていただきたいと思います。 

 それでは、企業誘致の取組ですね。それじゃ、オーダーメードだと、 初から工業団地を

造ったら、来るか来んかも分からんと。金利ば払わんばいかんと。しかし、それなら企業が
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来るよと言われたような取決めをして、そして、そういったことを同時進行で考えていくと。

小さくてもいいからと、来る坪数だけでいいと、500坪なら500坪。そういったオーダーメー

ドをそれぐらいでぼつぼつやっていくよというふうなところで、企業の誘致というのは非常

に大事なんですよ。先ほど言ったような雇用の促進、これについてどうですか。 

○議長（田一美君） 

 山口商工観光課長。 

○商工観光課長（山口 洋君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 その前に、先ほど新工業団地の広さ、または事業費ということで御紹介をいたしましたが、

大村方工場団地、谷田工場団地の広さを16ヘクタールということでお知らせいたしましたが、

13ヘクタールの誤りです。申し訳ございませんでした。 

 それでは、企業誘致の取組はどうしているのかということでお答えをさせていただきたい

と思います。 

 企業誘致の取組につきましては、本市単独での誘致活動は極めて困難となっております。

県の出先機関であります首都圏事務所、また、関西・中京事務所、県企業立地課などと引き

合い企業の情報共有、また、企業ニーズの把握、優遇措置の検討など、緊密な連携を図りな

がら取組を進めてきたところでございます。 

 先ほども申し上げましたけれども、市の工場団地分譲が完了いたしまして、製造業などの

企業向け用地のストックがゼロになったため、現在の取組としましては、大規模な工業用地

を必要としない事務所系企業、また、サテライトオフィスなどの誘致活動の取組を強化して

おりまして、サテライトオフィスマッチングセミナーへの出展、また、事務系及びＩＴ関連

企業への訪問、業界の動向を聞くとともに、本市のＰＲ活動を行っているところです。 

 また、令和３年度、昨年からの取組としましては、自治体・企業オンラインマッチングイ

ベントに本市単独で出展をしておりまして、地方拠点を検討している企業向けにプレゼン

テーションを実施、また、企業の引き合いが強まれば、あるいは現地視察という状況に至っ

た場合、企業ニーズに合った物件等を紹介するレベルになりますので、空き物件、テナント

などの調査は適宜、適時行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 工業団地がないということで、事務系というようなところで今やっているよということで

すよね。今呼び込めるところをやっていると。 

 こういうことは新聞にちらほら、あそこに何ができた、ここに何ができた、他の市町に何
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ができる、そういったのをぼつぼつ見ますよね。これはやっぱりきちんとやっているんです

よ。何もせんであがんして来るところはない。 

 ただ、土地とか、そういった特殊なものが特殊なところに行くと、きちんとしたところに

行く、そういったところに行くというのはありますけれども、やはり何かそういった行動を

起こしていなければ見込みはできない。そういったところで、鹿島に来ていただく企業はど

ういった先が一番いいだろうか、そして、今の状態でどういったところに言えばいいだろう

かというところで、見込み先をつくらんばいかんとですよ、見込み先を。そして、10社なら

10社、見込み先をつくる。そして、そこに行く。そして、マッチングさせていくということ

をしなければ、１つだけしよっても、それがぽしゃったら何もならん。そいけん、やはり七

次計画をつくっているのなら、そういったことをきちんとして、それは大変かと思うと、大

変じゃないですよ。今いろんな調べるものがありますから。そして、そこで見込み先をつ

くって、そこにアプローチをしていくということですよ。何も大変なことはなかです。それ

で、そういったことをきちんとやっていただきたいと思います。 

 鹿島も優秀な企業が結構ありますけど、年に30人、40人もごっといごっとい取れんとです

よ。だから、こういったことが必要であるということは七次計画でもきちんと立ててあっ

じゃなかですか。それを達成するように頑張っていくということでやっていただきたいと思

います。 

 いつも言っているんですが、市長のトップセールスということでよろしいですか。 

○議長（田一美君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 工業団地の造成、それから企業誘致、これは一体的に進めていかんとなかなか進んでいか

ないものだと私も思っています。 

 １つ鹿島で変わったのは、国道207号のバイパスが鹿島市内４車線化できました。そうい

うことも企業誘致の一つの引き金になるというふうに考えています。そういうことも含めて、

やはりどういう企業に来ていただきたいのか、そういうことを頭に置いて企業誘致というの

は考えていかなければいけないと思います。 

 トップセールスということで私も以前申しました。東京に行った、首都圏本部とか、いろ

んなところに行って、どういうふうな状況とか伺ったこともございますし、さっき言ったい

ろんな知り合いもいます。東京とか大阪、いろんなところに。そういうところからいろんな

アンテナを張って情報収集する。そして、やはりそこと交渉をしていく、そういう流れを

ずっと続けていかなければ企業誘致にはつながっていかない、そういうふうに思いますので、

県とか、いろんな人とのつながりも大事ですけど、鹿島出身のいろんな方もおられます。い

ろんなつてを伝わって、つてをお願いして企業誘致というのは成り立っていくと思いますの
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で、今、笠継議員おっしゃったように、工業団地の造成、それから企業誘致、これはやはり

鹿島市にとっても大事なことですので、一体となった考え方を進めていきたいというふうに

思います。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 ありがとうございました。 

 企業誘致についてはトップセールスといいますが、今言われたように、要は成果の出やす

いような方向でやるというふうなことでよいと思います。成果の出やすいようなところでの

見込みを、そしたらどういうところがあるかと。市長が行って、こういったところもあるよ

というふうなところですね。そういうものを見込みに上げて、そこから行っていくというふ

うなことは大事かと思います。 

 そして、それは全く知らない先には挨拶だけでいいんですよ。そういったのを例えば半年

に一遍ずつ繰り返していくといえば慣れてくる。そしたら、あとは電話でいいと。そういっ

たことをやっていただければなと思っています。そういったところで、言われたように、誘

致は大事だと思います。目標を達成するため、そういうことでよろしくお願いします。 

 次に、未婚、晩婚化について先ほど答えていただきましたけれども、現状が40歳から49歳

の未婚率で男性が23.5％、４人に１人ですね。女性が18.8％、約５人に１人、それから、50

歳から59歳までは男性が５人に１人が未婚、女性はほぼされているというふうな状況になっ

ております。 

 このことは日本全体の問題ではありますが、やはりそういった家族の方とか悶々とされて

いますよね。当事者も悶々とされていると思いますけど、これはやはり社会的要因がですね、

雇用形態が変わる、収入が上がらない、そういった中での結婚がどうかというふうな思いに

なる。そういったところでこういった現象が起きていると思います。 

 佐賀新聞の８月15日に、日本世論調査会が取られたアンケートを載せておられます。結婚

をどう思うか。どちらかといえばよい、結婚はよいと思う、この２つの合計が91％、結婚は

よいと思うてあるわけですよ。それは我々が考えてもそうだと思います。 

 そういう中で、やはり市としても支援せんばいかんとやなかろうかと思うわけですよ。こ

の婚活については、皆さん御存じのように、中村一尭議員が前々から一生懸命やられていま

す。多くの方が結婚されて喜んでおられます。今も結婚される方が続いていると、すばらし

いことだと思います。これもやはり市町として、そういった悩んでおられる方たちを自然と

取り合わせるという形を取らんばいかんと思うわけです。 

 質問をいたしますが、各市町でそういった応援をしているということは分かっておられま

すでしょうか。各市町、知っておられますか。お答えをお願いします。 
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○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 お答えいたします。 

 他の市町の婚活支援ということですが、国の交付金の活用状況と、あと、今後の方向性に

ついても少しお答えをしたいと思います。 

 まず、婚活支援を行っている市町の多くは、国の交付金であります地域少子化対策重点推

進交付金という交付金事業を活用されております。 

 この交付金は、国が進める少子化社会対策大綱に基づきまして、地方公共団体が行う出会

いの機会の提供、あるいは結婚に関する相談支援、それから、官民が連携した結婚支援の取

組と結婚生活のスタート支援ということで、これに係る市町の取組を支援するといった内容

の交付金事業でございます。 

 令和３年度の県内の取組状況といたしましては、結婚支援に関しては佐賀県も取り組んで

おられまして、ほかにも２市１町、それから、結婚生活のスタート支援に関しましては、１

市６町が取り組まれております。 

 一方、鹿島市では、これまで子育て支援のほうに力を入れてきておりまして、婚活事業は

行政自ら行うのではなく、民間の取組を支援する方向で進めてまいりました。 

 ただ、少子化に歯止めがかからない状況の中で、これからは鹿島市としても未婚者に対し

ての結婚を促す取組、特に若い方が結婚したいと思う意識を高めていく、そういった何らか

の取組が必要であるというふうに考えております。 

 これから限りある財源と職員数の中で、これから鹿島市が取り組むべき、あるいはまた取

組が可能な支援とはどういったものがあるのか、周辺の市町の取組も十分に参考にしながら、

まずはしっかりとそういったところを研究していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 このことは、その方たち、特に家族、そういった方たちの要望があります。今言われたよ

うに、県で２市１町、１市６町、武雄市はおむすび課がありますね。これは令和４年度４月

から８月まで、252組の登録、結婚数８組16名、４月からですよ。交際中が27組の54名、県

外登録22名。それから、伊万里市ですね、これも平成22年度から始めて、総数は1,391人、

成婚数265人となっております。今の登録者数は595人で、男性337人、女性258人、喜びの声

が上がっています。鹿島の人も武雄のおむすび課で紹介をしていただいて、感激したと言い

よんさっです。えっと思いましたけど。 
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 そういうことで、やはりこういう情勢の中で、前向きにやろうというふうなところで取り

組んでいただきたいと思いますが、今後の取組をどう思っているかをお答えください。 

○議長（田一美君） 

 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村祐介君） 

 お答えいたします。 

 先ほど私のほうから、何らかの取組は必要であると、必要性は感じておるところでござい

ます。ただ、どういったことでどのような取組がいいのか、それはこれからしっかりと研究

をしたいということで申し上げました。 

 具体的に言いますと、まず、結婚支援に取り組む意義といいますか、結婚支援だけじゃな

くて、例えば、移住だとか、地域資源の活用だとか、そういう方々にＰＲをするとか、いろ

んな効果というものを出して、やはりそういう事業を展開しないと、結婚支援につながるだ

けじゃなくて、やっぱり２つ、３つそういったメリットも付与しながらしている市町もござ

いますので、そういったところも十分に検討する必要があるのかなというふうに考えており

ます。 

 そして、あと予算の確保、それから、庁内での推進体制も非常にこれは重要なところであ

りまして、先ほど限りある財源と職員数の中でということで申し上げましたけれども、そう

いったところも庁内での推進体制も調整をするというような必要性があります。 

 それと、あと佐賀県では結婚推進会議というのが年に１回大体あっておりますけれども、

そういったところでほかの市町と情報交換しながら、こちらも当然どういった取組がいいの

かというのは研究をする必要がありますけれども、それとあと、やはり広域の連携を県のほ

うも進めておられますので、そういったところも研究をしなくちゃいけないということです

ね。 

 あと言われておりますのは、民業圧迫への懸念ということで、民業とのどういったすみ分

けを考えるのかというのも研究する必要があるんではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 部長にも同じ取組姿勢をお願いします。 

○議長（田一美君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 お答えいたします。 
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 今、笠継議員の御質問の中で、総括的なところで結論のほうをお答えいたしますと、これ

まで中村福祉課長が答弁いたしましたように、県内外の、特に他市町の先行事例等の取組を

まずは研究して、どういうやり方が鹿島に合うのかというところを進めていきたいと思いま

す。 

 笠継議員の御質問であったように、今後も特に未婚、晩婚化が進めば少子化が進むという

ことも懸念されるために、行政のみならず、今、鹿島市の中でも婚活を先行的に実施してい

らっしゃる民間の団体がございますので、そういう団体の方々とも、手法等を御教示いただ

いたり、協議を重ねて、鹿島市としても、先ほどありました国の交付金とか、あるいは費用

対効果等も行政としては含めて、どのような取組が効果的なのか、そして、成果が出るのか、

情報の収集等を含めて検討を市としても取り組んでいきたいと、進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 武雄市、また伊万里市ですね、ここはそういった取組をして、そして、多くの方たちが成

婚されています。そして、喜んでおられます。そういった状況を見ると、やはり鹿島市もや

らにゃいかんと思います。そういったところで前向きに考えてやってもらいたいと思います。 

 次に、市道上のかぶり木の件について質問をいたします。 

 映像をちょっと見ていただくと、 

    〔映像モニターにより質問〕 

 市道上のかぶり木、これは３件ほど今撮ってあると思いますが、ふれあい楽習館が向こう

に見えますよね。そこの通り道です。そして、これは障害者施設ですね。療育園さんの通勤

道路、これからずっと離れています。そのようなところにかぶり木があります。下は市道、

4.5メートルが限界のところから下に来ているという状況ですね。これもかぶり木で、能古

見小学校通学道路、これがさっき課長がおっしゃっていました、少し手を入れていただいて

いるところですね。 

 これは３件の例ですが、非常にこのかぶり木のことで地区の区長が困っているわけですね。

相談に来ます。それで、こうやって市に相談をしに行っているわけですが、先ほど課長が言

われたように、いろんな事情があってできない状況であるというふうなところです。 

 鹿島市は能古見、古枝、七浦、緑も多く、こういったことは前々から多分いろんなことで

相談があっているものと思います。私も区長を令和元年、２年しましたけれども、自分の地

区だけでかぶり木があるのを相談に来られるわけです。そして、先ほど課長が言われた、所

有者が不明、それとか、鹿島以外におって、高齢者で、自分はしきらんよというようなとこ

ろも結構多いわけですよ。したがって、これが市道上のかぶり木で、鹿島は自然が豊かでい
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いよと言うけど、かぶり木の処分ができない状況のところが結構多いわけですね。景観も悪

い。そしたら、鹿島のそういったイメージを伝えようとしても、だんだん伝わらなくなって

くるというようなところがあるわけですよね。それで、危険性、この間、軽トラに乗って、

60ぐらいの人がかぶり木に当たってフロントガラスが割れたと。フロントガラスに枝がぽっ

とつけば、全部ばしっとなって替えんばいかんごとですね。65千円ぐらいかかる。自分も

ゆっくり走って、よう前ば見よかんけんですよというようなこともありますが、市道管理者

がしなければいけない4.5メートルより下に下がっている、そういうのも結構あるので、こ

このところは市としても気を配っていただいてお願いしたいと思いますが、市としてこのか

ぶり木の問題は、市道の道路管理者であるものの対応が必要と思いますけど、どうですかね。

お答え願います。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 まず、かぶり木の問題につきまして、先ほど4.5メートルと言われたところでございます

が、これは道路法で、安全に車が通行する場合、車道部分が4.5メートル、歩道の部分が2.5

メートル、そこから下がっている部分についてはこちらのほうで切らせていただいていると

いうところでございます。 

 ただ、やはり切れるのは市道と民有地の境までというところになりますので、やはり木々

の生い茂るスピードは速く、すぐに伸びて対応が難しいというところがあるのも事実でござ

います。 

 ただ、今回のかぶり木の問題は、そのほとんどが民有地から来ている問題でございますの

で、これに関しまして、かぶり木の問題につきましては、この民有地の所有者が対応する案

件であるというふうに考えているところでございます。もちろん市道の安全上の問題はこち

らですることもございますが、根本的なところはそこがあるというふうに御理解いただけれ

ばと思っております。 

 なお、区によっては、農林水産課のほうが所管にはなりますが、多面的機能支払交付金、

通称農地・水と呼ばれる、こちらの交付金を活用して公役で対応しているところがございま

すので、御紹介させていただきます。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 所有者の木を切ったらいろんなことがあると、所有者の承諾、そういったのが必要かと思
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います。いろんな縛りがあって、さっさとできないというふうな市の状況があると思います

が、他市町の状況を調べましたところ、長崎県の平戸市、聞かれたことがあっですかね。平

戸市が、市と地区とタイアップしてやっているんですよ。昨日、平戸市に聞きましたけど、

非常に地区の人たちが感謝されています。というのは、本来私有地に伸びる樹木は、その責

任者において適切に管理しなければならないため、所有者にお願いしているところですが、

高齢化や不在により適切に管理ができず、危険な箇所が増加している状況ですと。というこ

とで、市は道路環境の維持を図り、交通の安全を確保するため、幹線道路を中心に、ここで

は陰切りという言葉ですね、陰切り作業を行っています。地区の生活道路については、自治

会と市が協力して陰切り作業、市道沿線樹木伐採事業というのを制定して実施している。事

業の概要、市で高所作業車、伐採作業員を派遣します。そして、バックホーとかダンプ、高

所等も必要な機械を貸し出します。そして、自治会はその伐採作業の補助、切った枝とかを

トラックに積むとか、そういったことをしていただきます。 

 そういうことで、この費用はどうしているか。市が全部出しています。市が全部出すとい

うことは、所有者の分からんところにですかと聞いたら、全部所有者が分かっところも出し

よらすとですよ。こういう地区もあります。今年４月から何件もやっている。そして、予算

の範囲内で今年はやるよと。そして、そういったオペレーターの方たちも、建設業労働組合

とかあって、そこに１年の単価を決めて、そして、派遣を要請するということで、非常にこ

こはそこが進んで、今までかぶり木で道路とかがもわもわしとったのが、きちんとなってい

るということです。 

 なので、こういうところに聞かれて、要はどうやって地区のためになるかということを考

えてもらって、そしたらこういう方法があるなというようなことを考えて──課長を責める

わけじゃないです。前々からのことですからね。一生懸命やっている。そういうことを前向

きに考えてやっていただきたいと思います。 

 １つだけ答えてください。そういったことを市町のことも聞いてやっていただくかどうか、

ちょっとお答えしてください。 

○議長（田一美君） 

 橋川都市建設課長。 

○都市建設課長（橋川宜明君） 

 お答えいたします。 

 先ほど御紹介がありました平戸市の市道沿線樹木伐採事業は、御紹介がありましたとおり

でございますが、地元の公役のときに市道沿線のかぶり木を伐採する場合、高所作業車や

バックホー、ダンプカーなど、公役では準備しにくい作業車や作業機械を地元の建設業界と

協定を結んで出してもらい、平戸市がその料金を負担している事業でございます。 

 この平戸市の市道沿線樹木伐採事業を鹿島市でも導入できないかという御質問だと思いま
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す。 

 平戸市のほうにこの事業のことをお尋ねして確認しましたところ、市道のかぶり木除去に

関しまして、鹿島市と平戸市で大きな違いが１つありました。かぶり木除去を鹿島市は直営

の市の作業員で行っているのに対し、平戸市には直営の作業員はおらず、もともと地元の建

設業界に委託して行っていたということでございます。このかぶり木除去の委託の一部を公

役に合わせて実施しているのが平戸市の市道沿線樹木伐採事業であると認識いたしておりま

す。このため、直営の作業員がいない平戸市の事業を直営の作業員がいる鹿島市に持ってく

ることは、事業費の増大につながりますので、非常に難しいかというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 ただ、議員御質問の中でもありましたとおり、高齢化や相続不明、または相続人が遠方に

いて管理できておらず、荒れた土地が増えてきているのも事実であり、その荒れた土地から

市道のほうにかぶり木が覆いかぶさっているというのも事実でございます。とはいえ、これ

まで民有地の所有者や公役で対応してきたところに補助金を出すとなりますと、一体どれだ

けの要望が来るか心配になるところでございます。特に民有地所有者のモラルハザード、倫

理観の欠如といいますか、要するに、自分が管理しなくても誰かがやってくれると、ますま

す土地の管理を放棄される懸念があるというのが一つの大きな難点かと思います。 

 もちろん、こういうところが増えてきているというところでは、また区のほうといろいろ

お話をさせていただいて、何らかのいい方法がないかというのは今後の検討課題であるとは

思いますが、基本的には民有地の所有者がちゃんと管理していただくという大原則がありま

すので、そこの部分をどうしていくかが非常に大きな問題であるというふうに考えている次

第です。 

 以上です。 

○議長（田一美君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 地区が困っているところが多い。地区の区長がそういったことを受けて、それは所有者が

せんばいかんでしょう。そいけん、所有者に言う。所有者が高齢でどうもでけん。そしたら、

代わってせんぎんた、そこの市道上の陰切りはできない。そういうことを市としてはしてや

らんばいかん。どういった方法でしてやれるのかということを考えんと、前向きに考えんと、

反対の方向を考えて言うじゃなくて、前向きに考えて、そしたら、お金のなかて。そしたら、

お金のなかったら、年度内でできるようなところの予算だけでやるとか、それとか、区長が

判断をして、ここはやっぱりしてもらわんばいかんよとか、しかし、ここは所有者がきちん

としておるとやけん、所有者にさせますよとか、そういったところで区長は悩んでいるんで

すよ。ですから、平戸市の場合は直営の技術員がいないとか、それで建設業組合に頼んで
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やっているとか、それは人繰りのところであって、予算的なものは、それは鹿島市も平戸市

も変わらんですよ。そういった中で、地域の一番困っているようなところに目を向けて、ど

うやってやるかということを考えてもらいたいと思います。 

 かえってそういうところはいっぱいあります。鹿島市の景観、そういったところも大きな

目で見てみればありますよね。景観をよくするためにやると。そういった地区の区長さんが

困っている事情がありますので、それは今、課長が言われた、きちんとする面はきちんとし

て、そして区長がどうしようもでけんけん、ちょっと相談に来ましたといったら、そこら辺

を検討する。そのためにはそういった予算も少しは考えておくということが必要だと思いま

す。そのことはまたずっと来られますよ。なので、きちんと考えていただいて、ここはうま

くいくようお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（田一美君） 

 答弁はいいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 以上で３番議員の質問を終わります。 

 本日の日程はこれにて終了いたします。 

 次の会議は明28日午前10時から開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時53分 散会 

 


